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委
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’関係行政機関室員ゴ　　　　．　　＿．　　　　，．

科学飾欝騨纏欝叔母＿松・瀬陽恵
一科学按衛庁露営露発推進本部総括開発官　　一

　　　・1招　三1・狽黒田『康弘
螂功夫学学園審論（代鰍学匠三三鰍

　　’　一　　　　　．　　　．一　’三三禾　噛0喬・ゲ

瀦産業省蝶瀟三二長｛代琢躁技術聯

　務部総務課∫．’♂1若林二一郎）
　運繭省画臣官房参事官（代理乏大臣官房政策計画前付

　　’　1．　　　－　　一　－　　清永正義）

気象庁騨繰綿矯耐二・繁，

　　海上保安庁纏鰻て確鉢三三課　＼
．　　　　・’　　一　　　　　一山：崎’　．附）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！

確和44年4月・詠31日《水）午後2蒔～4時

還郷技術庁第2会議室　　　　　　、、

（i揃回論鮨蝿三一　叉ご
傷奉和卿年度宇翻発推進本部業務計画に

’∵つψて　．、　　．

　　　　山県昌㌧二一　　一ゴ

員．衡　義長　「’
且　夫1野勝ゴ．一　一

．直．．
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　　　　　　　　　　㌔　　　　　　一　　　　　　　　　　，

　　郵政省電渡監理局無線通信部長（代理1：電波監珪局弓箭

　　調査謙・　七’　　　・中条晶雄）

　事務局　　　・’’”．・
　　科学技術庁研究纏辟宙企醸長山野正σ登他

配布資料　　＿　　，　．　　　／

委ノー！ヅ第1！回宇宙開発騨会定例蝉議事要旨

委え！二2　昭和44年度宇宙開発推進本部業務討画．・、

議事要旨　　彫　　　　　　　　　　　　　　　●

（1γ前回謡事要旨の確認

　　「第！o向宇宙開発委員会定例会議議事要旨」が確認され

　た。’　　　・　　一

（2》略和44年度漏壷開発推進本部業務計画について

　　松瀞鼻血脚部蹄よ礁田躰総括開魏から・
一昭和44年度宇宙開発推進本部業務計画について説明が昂っ

　たのち、委員の質問に対し次のような補足説明があった。

　ω　昭和46年度の電離層三下衛星の打上げまでの開発計画

k駅は・現在・購入騨た三三騨マき’
　　検討を行なっているb’、∵二　　　，

㈲二布・助ツトの準げ回魏勾回嘔為が・衛ゆ

　　打上噸柵郡年ゆ：岬柳年騨これ・
　　では不十分であると考えられる。

　の一本部の技術顧問には＼東京大学宇宙航空研究所長＼郵蘇

・考電波研究所母・群瀟庁鯉宇宙技術三所麟を考

ド．えており・今後・こ紡あ機聯の協力を専管にし丈

　　いきたい。　｝　一

　　　　　㌔、　　　　　　　　　　　　　　、
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和44：年噂5’月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郵政省電波研究所

　　　　　　　　　　丁昭知44年度衛星研究開発計画　　　ゴ・

！・概要

繍究所岺ﾋ象として噸皇は騨層騨星ど実験用通信衛

皐の二麟であ為・

凸電離層観測衛星はその完成の目標を昭和416年度におき、昭和43年／／月仕

様を制定、昭和4蜂3’恥らプ郎タィブの製練赫うている。しかしなが冒

ら、霜醗螺団が本年！・月／日麟足する予定甑っているの「へ蝶団

・醗足と共に、この鯉の製作は事業団に参継がれる。事麹によって衛星が完

成打上げ，ざれ、所定の軌道に乗せられた後は、電離層観測衛星は再び事業団から

電波研蜥矧継畝予三三師わ醐渾㌃タがとられる・

　従つ下、電溜層観測衛星に関する昭和44年度の予算は、（1）　／0月！日まで

の環境試験の費用と（2）・衛星の誉割施設整備費の一部である。

実験髄信騨その鍼の聯照和騨度におき・現在騰器嚇

研究の段階にある・この龍も後には事業団矧継がれる予定であるb

　現在の基礎研究の段階は、昭和42年に着手した電気式デスメンアンテナの研

究と・曜和僻 ?r聯た1リ瀬の研究である・予定さ漁

る鯉は・．U冊S曲およrミリ灘ら成る灘系鮪禍呪重量は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

　　　＼！’

　　　　セ

約！00㎏の静止衛星である。

2，予鰹

電波研ﾋ騨ための昭三度予算は鱒で撫円

！
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二隔り

昭
和
四
十
四
年
二
月

第
六
十
一
回
国
会

●
・

宇
宙
開
発
事
業
団
法
－
案
資
料

、
科
学

郵

政技

　術

省庁
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●

●

●

●

宇
宙
開
発
事
秦
団
法
案
提
案
理
由
説
明

　
宇
宙
開
発
事
業
団
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
●
そ
の
．
提
．
案
の
理
由
澄
よ
び
要
旨
を
御
説
賜

申
し
上
げ
ま
■
す
。
　
●
　
　
　
　
～
　
　
　
一

∵
宇
宙
開
発
は
．
通
信
、
気
象
、
・
航
行
塁
測
地
等
り
各
分
野
に
●
お
い
て
国
民
生
活
に
・
画

期
的
な
利
益
を
も
た
ら
ず
と
と
も
喚
関
連
す
る
諸
分
野
の
科
学
技
術
の
水
準
を
臥
上

さ
せ
（
、
新
技
術
の
開
発
を
推
進
す
，
る
原
動
力
と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ド
・
●
’

、
先
進
諸
国
に
，
澄
き
ま
し
て
は
、
い
こ
の
宇
宙
開
発
の
重
要
性
に
着
目
し
、
開
発
・
体
制
を

整
備
し
（
具
体
的
な
開
発
目
標
を
定
め
、
．
国
家
的
事
業
ど
し
て
そ
の
積
極
臨
な
推
進
を

図
っ
て
診
り
か
．
．
ぞ
の
成
果
に
は
か
つ
目
す
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。
．

　
こ
の
よ
う
な
情
勢
に
か
ん
が
み
、
・
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
宇
宙
開
発
の
本
格
的
な
推
・

進
と
そ
の
た
め
、
の
体
制
・
の
整
備
が
各
方
面
か
ら
険
ぐ
・
要
請
さ
れ
る
L
峰
至
．
り
、
・
そ
の
体
制
一

、

＼



’

r

整
備
の
一
環
と
し
て
N
●
ま
ず
、
昨
年
五
月
、
酎
の
宇
宙
開
発
を
計
画
的
か
つ
総
合
的
に

推
進
す
る
た
め
ハ
そ
の
重
要
事
項
●
に
つ
い
て
企
・
画
、
審
議
、
決
定
す
る
、
宇
・
宙
開
発
委
員

　
　
　
　
　
　
　
レ

会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
』
　
　
　
　
　
　
一
．
．
一
．
　
　
．
　
「

　
現
漢
わ
が
国
の
宇
宙
開
発
は
、
宇
宙
開
発
委
員
会
の
昨
年
＋
一
月
の
決
定
に
沿
っ

て
一
昭
和
四
十
六
年
に
電
離
層
観
測
衛
星
を
（
－
昭
和
四
十
八
年
度
に
実
験
用
静
止
通
信

衛
星
を
打
ち
上
げ
る
こ
と
を
袖
標
に
進
め
ら
れ
て
騰
り
ま
す
が
、
、
こ
の
目
標
を
達
成
す

る
た
め
に
は
、
多
岐
に
わ
た
る
き
わ
め
て
高
度
な
技
術
を
駆
使
す
る
ど
と
も
に
短
期
間
，

に
多
額
の
資
金
を
投
入
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
国
の
総
力
を
結
集
レ
て

行
な
う
べ
き
大
事
業
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
馬
弓
・
政
府
は
も
ち
ろ
ん
学
界
、
産
業
界
か
ら
広
ぐ
優
れ

た
人
材
を
結
集
す
る
と
と
も
に
、
弾
力
的
な
事
業
運
営
を
行
な
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

こ
の
た
め
に
、
中
核
的
な
開
発
実
施
機
関
と
し
て
、
新
た
に
特
殊
、
法
人
宇
宙
開
発
，
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
、
　
．
㌔
、
．
一
・
　
●

　
　
　
　
　
　
．
●
　
　
　
－
　
．
．
　
6

団
を
設
立
し
、
宇
宙
開
脚
鷺
総
合
的
、
働
掛
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
し
よ
ら
と
す
る
も

、
の
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
¶

　
こ
の
事
業
団
は
、
～
現
在
の
．
科
学
技
術
庁
宇
宙
開
発
推
進
本
部
を
発
展
的
臼
に
解
消
し
、
．

そ
の
業
務
と
組
織
を
引
き
継
ぎ
、
こ
れ
に
加
え
て
従
来
郵
政
省
電
波
研
究
所
で
行
な
っ

て
痴
り
ま
し
た
電
離
層
観
測
衛
星
の
開
発
関
係
部
門
を
移
管
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
ま
た
・

将
来
、
∴
嗣
発
実
施
体
制
の
＝
不
化
き
を
き
．
ら
「
に
推
進
し
う
る
よ
う
な
仕
組
み
・
ど
山
い
た
レ
．
て

お
b
ノ
ま
す
。
．
　
。
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
、

，
次
に
、
こ
の
法
律
案
の
要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
・
ま
す
。
．

　
ま
ず
第
一
に
、
＝
之
の
事
業
団
は
、
人
工
衛
星
慶
よ
．
び
入
．
工
衛
．
星
・
．
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト

翁
発
打
上
ザ
業
ぴ
追
跡
を
総
合
的
、
計
画
的
が
づ
効
率
的
に
闘
い
、
蓄
の

二
瀬
よ
ぴ
利
卑
り
掌
篇
従
寄
亘
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
幸
さ
れ
る
も
の
慮
誓
．

ま
沈
．

　
ゴ
　
　
一
・
弩
．
・
二
，
．
㌦
ρ
碧
．
ゴ
気
畳
ズ
，
，
絶
喉
．

’

■

3詫
A



　
硝
二
に
、
事
業
団
の
資
本
金
は
、
’
設
立
に
際
し
て
政
府
が
出
資
す
る
五
億
円
、
科
学
技

術
庁
宇
宙
開
発
推
進
本
部
澄
よ
ぴ
郵
政
省
電
波
、
研
究
所
か
ら
承
継
す
る
特
定
の
財
産
の

価
額
な
ら
び
に
民
間
か
ら
の
出
資
額
の
合
計
額
で
あ
り
ま
し
で
、
こ
の
ほ
か
ハ
将
来
“
，

必
要
に
応
じ
て
資
本
金
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
事
業
団
の
欝
に
つ
．
き
ま
し
て
膝
役
員
と
し
て
、
理
婁
天
、
副
理

事
長
「
人
《
理
事
五
入
以
内
澄
よ
び
監
事
二
人
以
内
を
置
ぐ
ぼ
か
、
非
常
勤
理
事
．
澄
よ

び
顧
問
φ
制
度
を
殼
け
ま
し
て
欄
係
各
界
の
参
加
を
得
て
、
そ
の
協
力
体
制
の
確
立
を

図
る
こ
と
と
し
て
凄
豊
ま
す
ρ
’
．
．
　
・
∵
∴
・
㌦
・
h
．
　
　
●
　
　
　
　
・
・
、
．
∴

．
第
四
に
、
・
・
事
業
団
の
業
務
と
い
た
レ
ま
し
て
は
《
み
ず
か
ら
ま
た
は
委
託
に
応
じ
ハ
．

人
工
・
衛
星
澄
よ
び
人
工
衛
星
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
の
開
発
、
．
打
上
げ
澄
よ
び
追
跡
を
行

な
う
こ
と
と
い
た
し
て
齢
り
ま
す
。

　
な
凝
、
・
事
業
団
が
そ
の
業
務
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
，

・●
　◎

●

4



」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冒
1
　
「
！
　
　
∠
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
●

て
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
そ
の
業
務
の
一
部
を
民
間
機
関
等
に
委
託
す
る
こ
と
・
が
で
き

る
こ
と
と
い
た
し
て
澄
り
ま
す
。

　
ま
た
、
事
業
団
の
業
務
の
運
営
に
つ
．
き
ま
し
て
は
、
宇
宙
開
発
委
員
会
の
議
決
を
経

て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
宇
宙
開
発
に
関
す
る
基
本
計
画
に
従
っ
て
そ
の
業
務
を
行

な
う
こ
と
と
い
た
し
て
澄
り
ま
す
。

　
第
五
に
、
事
業
団
の
監
督
は
、
主
務
大
臣
が
こ
れ
を
行
な
う
こ
と
と
し
て
澄
り
ま
す

が
、
主
務
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
お
よ
び
郵
政
大
臣
の
ほ
か
、
将
来
政
令
で
こ
れ
を

追
加
し
う
る
よ
う
に
し
て
一
元
北
の
進
展
に
応
ず
る
こ
と
と
い
た
し
て
澄
り
ま
す
。

　
第
六
に
、
事
業
団
は
、
そ
の
設
立
の
際
に
、
科
学
技
術
庁
宇
宙
開
発
推
進
本
部
の
廃

止
お
よ
び
魂
政
省
電
波
研
究
所
の
業
務
φ
二
・
邸
り
移
行
に
伴
や
権
利
義
務
φ
承
継
を
行

．
な
う
ご
と
と
い
・
毎
レ
ザ
て
凝
　
　
玖
嚢
す
。
宅
∴
唄
－
‘
．
　
・
…

そ
の
庖
、
肱
馨
よ
び
会
計
葎
つ
書
し
て
嫁
他
の
特
殊
怯
人
と
ほ
ぼ
同
様
の
．

　
　
　
　
　
　
一



．
規
定
を
設
け
て
澄
り
ま
す
。
　
　
．
。
　
　
　
　
　
．
　
．
・
　
『
．
．

　
以
上
が
、
こ
の
法
律
案
④
提
案
の
理
’
由
澄
よ
び
そ
の
要
旨
で
あ
り
ま
す
。
な
に
と

ぞ
慎
重
御
審
議
の
－
φ
え
・
》
下
す
み
や
か
に
御
賛
同
ぐ
だ
さ
る
よ
う
澄
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。
　
　
，
“
気
：
　
’
　
し
　
・
．
。
，
㌧
弘
．
！

こ
∵
∴
●
～
弓
　
　
綜

●

♂

●

●

　’
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●

●

笹

宇
宙
開
発
事
業
団
法
案
要
綱

旨
的
　
　
唱
三
和
の
臼
胞
怪
．

　
　
宇
宙
古
園
事
業
団
は
、
人
工
衛
星
及
び
人
工
衛
星
打
上
げ
用
可
ケ
ッ
ぐ
｝
・
の
開
発
、

　
打
上
げ
及
び
追
跡
を
総
合
的
、
計
面
的
か
つ
効
率
的
に
行
・
な
い
、
宇
宙
の
開
発
及
び

　
利
用
の
促
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
且
的
と
し
て
設
立
さ
れ
る
も
の
．
と
す
る
こ
と
。

第
二
　
資
本
金

　
　
、
宇
宙
開
発
事
業
団
（
以
下
，
「
事
業
団
」
と
い
う
。
、
）
・
の
資
本
金
・
は
、
政
府
及
・
ぴ
政
・

　
府
以
外
の
者
が
出
資
す
る
金
額
（
事
業
団
成
立
の
時
に
言
い
て
科
学
技
術
庁
宇
宙
開

　
¶
、
発
推
進
本
部
及
び
郵
政
省
電
波
研
究
所
の
業
務
あ
用
に
供
し
て
い
る
特
定
、
0
、
庸
産
の

　
価
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
M
の
合
計
額
と
す
る
と
ド
と
も
に
（
事
業
団
は
、
そ
，
の
，
資

・
、
∵
二
本
金
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



第
三
　
役
員
■
．
●
　
　
・
4
．
㌧
－
㍉
一

－
．
事
業
団
に
（
疫
員
些
し
∫
．
逸
事
長
ズ
、
副
理
事
長
．
天
、
理
事
五
人
以
匹
及

　
び
監
事
二
低
以
断
を
藩
論
ζ
れ
ら
の
ぼ
嘉
常
勤
の
理
事
二
人
以
内
豊
野
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
が
で
減
る
も
の
と
す
る
こ
と
・
　
　
．
㌦
　
　
’
㌧
．
∴
汀

2
　
理
事
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
淋
宇
宙
開
発
委
員
会
の
同
意
を
得
て
任
命
ず
る
も
の

　
㍍
と
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
‘

・
．
。
創
理
嚢
及
び
理
事
は
、
畢
長
が
粛
総
埋
大
臣
の
靭
寄
を
受
け
て
任
命
す
る

　
も
の
屈
す
る
ζ
走
。
二
－
～
　
い
：
～
、
　
：
∵
・
，
『
ピ
．

4
監
導
は
、
．
内
閣
総
理
大
臣
が
宇
宙
開
発
委
員
会
の
意
見
を
戯
で
任
命
す
る
も
の

　
．
と
す
る
こ
と
。

第
四
　
業
務
の
範
囲

1
　
事
業
団
は
、
第
一
の
目
的
を
達
成
す
昏
た
め
、
次
の
業
務
を
行
な
う
－
も
の
と
す
る

●・・■

●●

ヨ
煮

　
3
．

r
こ
と
・
つ
　
　
，
・
∵
　
●
・
り
　
一
．
．
’
　
∴
・
．
　
・
・
．
・
，
：
．
・

　
ω
●
人
工
・
衛
星
及
び
人
工
衛
星
打
上
げ
凋
ロ
ケ
ッ
ト
（
以
下
「
人
工
衛
星
等
」
’
と
い

　
　
う
。
）
の
開
発
並
び
に
こ
れ
に
必
夏
な
施
設
及
び
設
備
の
開
発
・
．
．
、
・
凸

　
㈲
　
そ
の
開
発
に
係
る
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
－
及
び
・
追
跡
並
び
に
と
、
れ
ら
に
．
必
要
な
・

　
・
方
法
、
施
設
及
び
設
備
の
開
発
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
、
，
　
・

　
り
一
貫
・
一
号
の
開
発
並
び
に
み
主
衛
星
等
の
打
車
げ
及
び
追
跡
並
び
、
に
ご
れ
ら
に
必
．

　
・
要
r
な
－
方
法
、
施
設
・
及
び
設
備
の
’
開
一
発
で
、
・
委
託
・
に
応
じ
て
行
な
う
庵
・
㊨
　
　
、
－
ノ
・
・

触
⇔
，
前
』
一
7
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
㈱
一
碧
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
な
業
務

2
　
事
業
’
団
は
、
㌦
第
ム
項
の
業
務
を
行
な
．
う
ほ
か
、
・
主
．
務
h
大
．
軍
φ
討
唖
可
h
　
を
　
受
－
け
，
て
定
ぬ

　
る
基
準
に
従
っ
て
、
そ
の
設
置
す
る
開
’
発
・
の
「
た
あ
む
施
設
及
び
｛
設
｛
属
国
を
八
宇
一
宙
の
h
開
発
・

7
を
行
な
う
回
り
利
用
∴
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
．



第
五
，
業
務
運
営
の
基
準
・

　
　
嚢
団
の
業
務
倣
、
・
宇
宙
開
発
委
員
会
の
議
決
を
経
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る

　
宇
宙
開
発
に
関
す
る
基
本
計
画
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
’

　
す
る
こ
と
。

第
六
3
財
務
及
び
会
計
’
　
　
　
　
　
　
仁
・

↑
・
・
事
業
団
は
、
．
．
誓
事
翌
年
．
度
開
始
前
に
、
当
該
事
業
年
度
の
事
業
計
画
、
予
算
及
び

一．

早D

煬
v
画
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
π
ぱ
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

　
こ
と
。
’

2
　
事
業
団
は
、
毎
事
業
年
度
、
財
産
目
録
、
．
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
作
成

　
し
、
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
も
の
と
す
る
こ
と
。

■
第
七
　
謄
濫
督
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
・
．
．
・
、
　
　
　
　
　
・
　
．
・
　
、
一
、

　
　
事
業
団
は
・
霧
大
臣
が
監
督
す
る
も
の
と
し
、
主
務
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
．
　
．
・
6

4



ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
・
，
　
　
●

認
め
る
と
き
は
、
，
，
事
業
団
に
対
し
て
、
そ
の
業
弥
に
開
し
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
ず
る
こ
と
。

第
八
主
務
大
臣

　
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
主
務
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
・
郵
政
大
臣
及
び
入
工
衛
星

　
等
の
開
発
に
係
る
事
項
を
所
管
す
る
、
大
臣
で
政
令
で
定
め
る
も
の
．
と
す
る
こ
と
。

第
九
　
そ
の
他

　
　
科
学
技
術
庁
宇
宙
開
発
推
進
本
部
の
廃
止
及
び
郵
政
省
電
波
研
究
所
の
業
務
の
一

●
部
の
移
行
に
伴
う
権
利
義
務
の
承
継
等
の
措
置
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
置
く
ほ
か
、

　
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
，
准
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
，

ρ



●

●



●

●

　
　
宇
訂
開
発
事
業
団
法

目
次
．
　
．
、
、

第
一
章
・
総
則
（
第
一
条
L
第
九
条
）
，
．
：
　
　
・
　
，

第
二
章
　
役
員
等
．
（
第
十
条
レ
第
．
二
十
一
条
）
・

第
三
卍
章
　

業
務
（
第
二
十
二
条
卜
－
第
二
十
四
条
）

第
四
章
　
財
務
及
び
会
計
（
雛
二
十
五
条
－
第
ゴ
エ
レ
五
条
）
’

第
五
、
章
　
監
督
（
第
三
十
六
条
も
．
第
三
十
七
条
）
，
。
，

第
…
六
章
．
雑
則
（
第
三
十
八
条
「
第
四
・
ヤ
↓
条
）

第
七
章
，
－
罰
則
（
第
四
十
二
条
一
第
四
十
四
条
）
．
・

，
、
．
附
則

の

ズ



　
　
　
第
一
章
　
総
則

（
目
的
）
，
9
　
｝
穿
冒
絢
に
整

第
一
条
　
宇
宙
開
発
事
業
団
は
、
人
工
衛
星
及
び
人
工
．
衛
星
打
上
げ
屠
ロ
グ
ッ
ト
の
開

　
発
、
　
打
上
げ
及
び
追
跡
を
総
合
的
、
計
画
的
か
ρ
効
率
的
に
行
な
い
、
●
宇
宙
の
開
発

　
及
び
利
用
の
促
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
（
法
人
格
）

第
二
条
宇
宙
開
発
事
業
、
団
（
勢
下
事
業
団
」
と
い
う
。
・
〉
は
、
法
人
と
す
る
。

　
（
事
務
所
）
　
　
・
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

第
三
条
　
事
業
団
倣
、
主
た
る
事
務
所
．
を
東
京
都
に
置
く
。

2
　
事
業
団
は
、
．
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
必
要
な
地
に
従
た
る
事
務
所
を
・

，
置
・
く
こ
と
が
で
き
る
。
、

　
（
資
本
金
）

●・・●

第
四
条
　
事
業
団
の
資
本
金
は
、

ヒ
　
一
　
五
億
円

　
二

　
　
金
額

●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

次
に
掲
げ
る
金
額
の
－
合
計
額
と
す
る
。
・

附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
走
に
・
よ
り
政
府
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
き
れ
ゐ

　
三
，
事
業
団
の
，
設
立
に
際
し
政
府
以
外
の
者
が
出
資
す
る
金
額

2
　
政
府
は
、
巣
業
団
・
の
設
立
に
際
し
、
前
項
第
．
一
号
の
五
億
円
を
出
資
す
る
も
の
と

　
す
る
。

5
箋
団
は
、
必
要
が
あ
る
と
毒
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
そ
の
資
本
金

　
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
：
調
聴
，
・
＾
∵
樋
力
∴

4
　
政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
団
が
ぞ
ヅ
の
、
資
本
金
を
増
加
す
る
ど
き
は
㌣
予

、
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
轟
い
て
へ
事
業
・
団
に
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
。
．

5
政
府
ば
、
事
業
団
に
出
資
す
る
と
き
は
、
土
地
、
建
物
そ
の
他
の
土
地
の
定
着
物

永
z



　
又
は
物
品
人
以
．
下
．
「
土
地
等
」
と
い
う
。
．
y
を
．
出
資
の
目
的
と
す
み
こ
と
が
で
ぎ
る
っ

6
，
前
項
の
規
定
に
よ
動
出
資
の
目
的
と
す
る
土
地
等
の
価
甑
は
、
．
出
資
の
白
現
在
に

　
聴
け
る
時
価
を
基
準
と
レ
て
評
価
委
員
が
評
価
し
た
価
額
と
ナ
る
。
・
．
．
一
ぺ
．
．
．
，
－
　
，

7
　
前
凪
の
評
価
委
貫
そ
の
他
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
は
∩
政
令
で
定
め
る
。

　
（
出
資
．
証
券
）

第
五
条
　
事
業
団
は
、
出
資
に
対
し
、
出
資
証
券
を
発
行
す
る
。
　
　
．
　
　
ぺ
．

2
出
慕
脊
・
記
急
と
ナ
る
∵
・
～
・
∵
・
・
’
．
●
一
・
ご
、

5
　
前
項
に
規
定
す
る
恵
㊨
伽
ほ
か
、
出
資
証
券
．
に
魅
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定

　
め
惹
。

　
（
持
分
，
の
払
戻
し
等
，
の
禁
止
）
．
・
．
黛
　
　
　
，
、
　
　
，
　
　
．
　
・
　
．
．
．
一
，
一
．
．
　
・
、
．

第
六
条
．
聖
業
団
は
、
出
資
者
に
対
し
、
そ
⑳
持
職
を
払
い
戻
す
こ
と
が
で
ぎ
な
い
。
，
，

乞
，
．
勲
業
町
ば
㍉
出
貧
者
硯
持
分
を
取
御
し
＾
・
又
ば
質
権
匹
目
的
と
し
て
こ
れ
を
受
け

　
　
　
　
　
　
　
●
　
。
　
．
，
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
，
ホ
4



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
ノ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
・
　
。
●

　
　
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
　
・
　
　
，
　
…
　
　
　
・
　
　
．
　
　
・
　
．
●
　
　
’

　
　
（
登
記
）
　
　
　
　
　
・

～
，
第
七
条
　
事
業
団
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
2
．
前
項
㊨
規
定
に
よ
り
登
記
↓
な
け
．
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
登
記
ゐ
後
で
な
け
れ

　
　
．
・
ば
、
こ
れ
を
も
っ
て
第
三
者
に
．
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
－

　
　
（
名
称
の
使
用
制
限
）

　
第
八
条
事
業
団
で
諜
者
は
、
宇
宙
開
発
事
業
団
と
い
う
名
称
を
用
い
で
ば
な
ら
な

　
　
い
。

　
　
（
民
法
の
準
用
掌
．

　
第
九
条
　
民
法
．
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
．
号
）
第
四
十
四
・
条
（
法
人
の
不
法
行
．

　
　
為
能
力
）
及
び
第
五
十
条
（
法
人
の
住
所
）
の
規
定
は
、
事
業
団
に
つ
い
て
準
用
す

　
　
る
。
6
　
　
9
　
　
一
＾
ボ
．
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∠



、

　
　
　
第
二
章
　
役
員
等

　
（
役
員
）

第
＋
条
嚢
底
照
役
口
遷
し
て
、
瑠
事
長
天
、
副
理
事
量
入
、
理
皐
五
本
以
．

　
鞠
及
び
監
事
二
人
以
内
を
遣
く
。

2
　
事
業
団
に
、
役
具
ど
し
て
、
前
項
の
理
事
の
ほ
か
、
非
常
勤
の
理
事
乱
入
以
内
を

置
《
こ
と
が
ぞ
回
る
。
　
　
　
＝
…
∵

　
（
役
員
の
職
務
及
び
権
限
）

第
十
一
条
　
理
事
長
億
、
・
笠
雲
団
。
を
代
表
し
、
．
そ
の
業
務
を
総
理
す
る
。

2
　
副
理
事
侵
出
「
事
業
団
を
代
表
し
、
理
事
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
理
事
長

噛
補
佐
し
て
三
襟
団
の
業
務
途
掌
理
b
、
理
事
長
に
事
故
選
る
と
ぎ
は
そ
の
職
務

癒
武
理
し
、
埋
事
長
が
欠
員
の
と
き
は
そ
の
職
務
を
行
な
う
。

3
　
理
事
（
非
常
勤
の
理
事
を
除
く
。
）
は
、
思
事
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
理

　
　
　
　
　
　
　
●
　
．
　
　
　
　
●

　
　
　
　
　
　
．
．
●
．
．
‘
．
　
、
　
・
　
　
●

　
事
長
及
び
副
理
事
長
を
補
佐
し
て
事
業
団
の
業
務
を
掌
理
し
い
。
理
事
長
及
び
副
理
事

環
艦
齢
故
が
あ
る
堰
き
は
辛
の
職
務
を
代
理
し
、
，
理
事
長
及
び
璽
冷
冷
卑
属
が
欠
員
の

と
姦
そ
の
霧
を
五
な
う
つ
、
●
．
．
．
・
－
：
．
：
へ

4
　
非
常
勤
の
理
事
は
、
埋
事
長
砂
定
あ
る
と
て
ろ
．
に
よ
ρ
、
ど
理
事
長
及
び
副
理
事
長
・

　
・
を
補
佐
し
．
て
事
業
団
の
業
務
を
掌
理
す
る
。

5
．
監
事
は
、
事
業
圃
の
業
務
盛
査
サ
る
。

6
監
事
は
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
●
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
理
事
長
又

●
茎
簗
臣
（
内
曇
奨
臣
に
湾
て
は
∵
第
四
＋
条
の
規
歪
よ
萎
任
さ
れ
・

　
た
場
合
に
は
、
科
学
技
術
庁
長
官
。
第
四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
四
十
三
条
第
』
号

●
旧
い
商
圏
）
μ
意
見
婁
出
す
る
こ
渚
書
き
る
。
・
．
．
・
～
㌃

　
へ
役
員
の
任
命
）

第
十
二
条
　
理
事
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
宇
宙
開
発
委
員
会
の
，
同
意
を
得
て
任
命
す

●



　
る
．
。
．
　
・
　
　
　
　
　
●
■
　
　
　
　
一
’

　
2
　
酎
理
事
長
及
び
理
事
は
、
理
事
長
が
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
任
命
す
る
。

3
　
監
事
は
、
内
，
閣
総
理
大
臣
が
宇
宙
開
発
委
員
会
の
意
見
を
き
い
て
任
命
す
る
。

　
（
役
員
の
任
姐
）
－
　
　
　
　
　
　
　
．
．
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
、

第
＋
三
条
理
事
長
、
副
理
事
長
及
び
．
理
事
の
任
期
銭
四
年
ど
し
、
監
事
の
任
期
は
、
‘

　
二
年
と
ず
る
。

．
2
　
．
役
貫
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
役
負
の
欠
格
条
項
）
．

第
＋
四
条
次
⑳
各
．
万
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
役
員
と
な
謹
と
が
で
き
な
陸

　
　
一
・
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
（
教
育
公
務
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
及
び

　
　
非
常
勤
の
者
を
除
く
。
）
　
　
　
，
　
　
　
　
　
、
．
　
一
．
、
て
い
ヅ

　
ニ
．
物
象
の
製
造
若
し
く
は
販
売
若
し
く
は
工
事
の
請
負
を
業
と
ナ
る
者
、
で
事
業
団

　
　
　
　
　
　
　
　
○
↑
　
　
　
　
。
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
－
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
k
8
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

●

●

　
　
ど
取
引
上
密
接
な
。
利
害
関
係
を
’
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
め
者
が
法
人
で
あ
る
と

　
　
き
は
そ
の
役
員
（
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
・
と
同
等
以
上
の
職

　
　
権
又
ば
支
配
力
を
有
す
三
者
を
含
む
。
）

．
．
，
三
岳
号
矯
げ
る
嘉
言
団
体
の
響
貝
（
い
か
な
る
森
腹
み
か
畜
潔
、

　
　
こ
れ
と
同
筆
以
上
σ
職
権
又
は
病
前
力
を
布
す
あ
者
を
含
む
。
）
：

　
（
役
員
0
解
任
）

第
十
五
条
　
内
閣
総
理
大
臣
，
又
は
理
事
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
任
命
に
係
る
役
員
が
前

　
条
各
号
の
一
に
該
当
す
る
κ
至
・
つ
た
と
き
は
、
そ
の
役
員
逢
解
●
任
命
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

2
　
内
閣
総
理
，
大
臣
又
は
理
事
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
任
命
に
係
る
役
員
が
次
の
各
号

　
㊨
，
一
に
該
当
す
惹
と
き
、
．
そ
の
他
役
員
た
る
淀
適
し
な
い
と
・
認
め
る
と
き
は
、
第
十

　
二
条
の
鮒
に
よ
ダ
、
そ
の
役
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

．
，
9



、

　
一
　
心
身
の
■
故
障
の
た
め
駿
務
の
執
行
π
堪
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
二
　
職
務
上
の
義
務
違
反
が
あ
る
と
き
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
．
二
刃

　
（
役
員
の
兼
・
職
禁
止
）

第
十
六
条
　
役
員
は
、
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
の
役
員
と
な
り
、
又
は
自
ら
営
利
事

．
業
に
従
事
し
て
絃
な
ら
な
い
。
た
だ
し
醤
閣
総
理
大
臣
の
承
誌
を
受
け
た
と
遂
は
、

　
こ
の
限
り
・
で
な
い
。

　
（
代
表
権
の
制
限
）

第
十
七
条
　
事
業
団
と
理
事
長
又
は
副
飯
事
長
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に
つ
い
て

　
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
代
表
権
を
有
し
・
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
監
事
が
事
業
団
を

　
代
表
す
る
¢

　
（
代
理
人
の
選
任
）
　
　
　
　
　
　
　
亀
　
．
．
　
　
「
　
：
　
・
　
、
一

第
十
八
条
㍗
理
事
長
及
び
副
理
事
長
は
、
理
事
又
は
事
業
団
の
職
員
の
う
ち
ノ
か
ち
’
、
事

　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
．
　
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
リ
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
づ

　
　
　
　
　
　
　
．
●
　
　
　
　
　
　
　
－
　
●

　
業
．
団
の
従
麦
る
事
務
所
の
業
務
に
関
し
一
、
切
の
裁
判
上
又
は
裁
判
外
、
の
行
為
を
す
る

　
権
限
を
有
す
る
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
，
．
．
　
　
　
．
曜

　
（
顧
問
）
一
　
．
∴
ギ
　
・
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
一
。
∵
．

第
十
九
条
‘
事
業
・
団
に
、
そ
の
業
務
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
に
参
画
さ
せ
る
た
．
め
、

　
顧
問
を
麗
～
臥
こ
と
が
で
き
’
る
。
・

2
　
顧
問
は
、
学
識
経
験
の
己
み
る
者
の
う
ち
か
ら
、
理
事
長
が
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可

　
を
受
け
て
任
・
命
ず
為
。
　
　
，
…
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
。
　
鱒
’

　
（
職
員
・
の
．
任
．
命
9
ら
∵
　
　
　
；
；

第
．
二
十
条
　
事
業
団
’
ρ
職
員
拡
侍
理
事
長
が
任
命
す
る
。

　
（
役
員
等
の
公
務
員
た
る
性
質
）

第
二
十
り
条
・
役
員
2
顧
問
及
び
職
員
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）

　
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な

ホ、

ノ／ノo



ズ

す
。

　
　
　
第
三
，
章
　
．
業
務

　
（
業
務
の
範
囲
）

筑
二
＋
二
条
　
事
業
団
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
な
う
。

　
一
　
人
工
衛
星
及
び
人
工
衛
星
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
九

　
　
条
第
』
，
項
に
導
い
て
「
人
工
衛
星
等
」
と
い
う
。
）
の
開
発
並
び
に
こ
れ
に
必
・
要

　
　
な
施
設
及
び
設
備
の
開
発

二
．
．
ぢ
開
発
に
係
る
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
追
跡
並
び
に
こ
れ
ら
に
必
要
な

　
　
方
法
、
雄
島
，
及
び
設
備
の
開
発
　
　
　
　
　
　
　
．
　
●
・
乏
＝
⊃
ぞ
■

　
三
，
五
一
号
の
開
発
並
■
び
に
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
追
跡
並
．
び
に
こ
れ
ら
に
必

　
　
純
な
受
洗
Y
施
言
及
び
設
備
の
開
発
で
、
委
託
に
応
、
じ
て
行
な
う
も
⑳
　
　
　
、

　
四
　
前
三
号
、
匿
措
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
●
．

、

ノフ



■
　
　
　
　
　
　
　
O

●

－
五
－
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

　
　
　
　
　
　
●

第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
な
∴
菜

　
　
務

2
．
事
業
団
は
「
次
σ
業
務
を
行
な
う
場
合
に
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
定
め
，

　
る
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
，
。
　
　
　
　
　
　
．
　
・
　
　
◆
　
。
一
画
髭
．
％

一
●
前
項
第
二
・
写
の
入
工
衛
墨
等
の
打
上
げ

　
二
　
前
項
第
三
号
た
掲
げ
る
業
務

5
，
事
業
団
は
、
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
な
お
う
と
す
る
と
き
は
、
主
務

　
大
臣
の
認
可
を
受
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
一
，
■
h
．
．
．
●
　
～
　
，
㌦
，
；
．
■

凶
．
・
事
業
団
は
、
：
第
」
項
の
業
務
を
行
な
う
ほ
か
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
定
め

　
る
基
準
に
従
っ
て
、
・
そ
の
設
置
す
る
開
発
の
た
め
の
施
設
及
び
設
備
を
宇
宙
の
開
発

　
を
行
な
う
者
の
利
屠
に
供
す
る
こ
と
が
で
，
き
る
。
　
　
　
　
㍉

㌔
・
（
業
u
務
の
委
託
■
）
　
、
一
，
！
～
　
・
　
．
　
！
　
　
「
　
・
　
－
　
　
　
∴
　
●
　
●
・
．
　
　
●
　
　
－
．
∵
・
ζ

1
3
諮

、



第
二
十
三
条
　
事
業
団
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
げ
て
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
そ
の

・
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
淘
る
。

　
（
業
務
運
営
の
基
準
）

第
二
十
四
条
　
事
業
団
の
業
務
依
、
宇
宙
財
布
委
員
会
の
議
決
を
経
て
内
閣
総
理
大
臣

　
が
定
め
お
宇
宙
開
発
に
関
す
る
基
本
計
画
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
ゆ
，
■
　
　
　
ひ
　
　
　
．
　
　
　
　
　
・
　
．
　
り
・
’
∴
5

　
　
」
第
四
章
　
財
務
及
び
会
計

　
（
事
業
年
度
　
）
噸

第
二
十
五
条
・
事
業
団
の
事
藁
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
’
、
翌
年
三
月
三
十

　
』
日
に
終
わ
る
。
・
・
　
．
　
　
　
　
■
，
　
　
・
　
．
．
一
∴
3
・
‘

　
．
（
事
業
計
画
等
の
認
可
）

第
二
十
⊥
一
条
　
事
業
団
は
（
毎
事
業
．
年
度
（
事
業
計
画
、
予
A
聞
及
び
資
金
計
画
を
㌦
作
成

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
，
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
づ
　
．
　
　
，
　
　
　
．
　
。
　
　
　
　
　
・
森

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
　
　
　
　
　
∴
●
　
■
　
　
　
．
．
●

　
し
困
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
・
に
、
主
務
大
、
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
を
変
更
し
ょ
う
と
す
る
と
き
庵
、
同
様
と
す
る
。

　
（
決
算
）

第
二
十
七
条
・
・
事
業
団
は
さ
毎
．
事
業
年
度
の
決
算
を
翌
年
度
の
五
．
月
三
十
一
日
ま
で
に

　
完
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
財
務
諸
表
）
　
．
－
．
．
一
・

第
二
・
十
八
条
　
事
業
団
は
、
毎
事
業
年
度
、
財
産
目
録
隅
．
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算

　
書
（
次
項
及
び
次
条
に
解
い
て
「
財
務
諸
表
」
之
い
つ
b
）
を
作
愉
し
、
決
算
完
結

　
後
＝
月
以
内
に
主
務
大
臣
に
提
出
し
、
●
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

2
　
事
業
団
’
は
・
前
夏
の
規
定
に
よ
り
財
務
諸
表
を
主
勝
大
臣
に
提
出
す
る
と
き
は
、

　
こ
れ
に
当
該
事
業
年
度
の
事
業
報
告
書
及
び
予
算
の
区
分
に
従
い
作
成
し
た
決
算
報



ノ

　
　
告
書
を
添
え
、
並
び
に
財
務
諸
表
及
び
決
算
報
告
警
に
関
す
る
監
事
の
意
見
を
つ
け

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
’
　
、
　
・
　
　
・
．
　
．
　
　
・
．
一
　
、
．

　
：
ρ
践
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
．
　
イ

　
　
　
（
書
・
類
の
－
送
付
）

　
第
二
十
九
条
　
　
事
業
団
は
、
第
二
十
六
条
又
は
．
前
条
第
一
．
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
又
は

　
　
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
可
又
は
承
認
に
係
る
事
業
計
画
、
予
算
及
び
資
金

　
　
計
画
に
関
す
る
書
類
又
は
財
務
諸
表
を
、
事
業
団
．
に
出
資
し
た
者
の
う
ち
政
府
以
外

　
　
の
も
の
に
送
付
し
な
．
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
．

　
　
　
（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
）

　
第
三
十
条
　
事
業
団
は
、
毎
事
業
年
度
、
・
損
益
計
算
に
澄
・
い
て
利
益
一
を
生
．
じ
た
・
と
き
．
は
、

ー
ー
前
事
業
・
年
度
か
ら
繰
り
越
し
た
損
失
を
う
め
、
な
於
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残

　
　
余
の
額
は
、
積
立
金
と
し
て
整
理
し
な
．
け
わ
ぱ
な
ち
な
い
．
。

　
2
．
事
業
団
は
、
・
毎
事
業
年
度
、
損
益
・
計
算
に
誇
い
て
損
失
を
生
じ
た
と
き
は
、
前
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
●
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
・

《



　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
の
規
定
に
よ
る
積
立
・
金
を
激
差
し
．
て
，
整
理
’
し
訴
一
な
－
於
－
不
足
－
が
あ
－
る
と
き
－
は
汎
そ
あ
量
不
∵

　
足
額
は
、
繰
越
欠
損
金
亡
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
ゆ
一

　
（
短
期
借
入
金
）
㌦

第
三
十
一
条
　
事
業
団
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
附
け
て
、
短
期
借
入
金
を
す
る

　
こ
と
が
で
’
き
る
。
．
＝
．
－
．
，
ピ
．
・
い
く
・
、
　
：
・
　
’
・

2
．
前
項
．
の
規
定
に
よ
る
短
期
借
入
金
は
貸
当
該
事
業
年
度
内
に
償
還
，
し
な
け
れ
ば
な
．

　
ら
な
い
。
目
た
だ
し
、
資
金
の
不
足
の
た
め
償
還
す
る
こ
と
．
が
で
港
な
い
と
き
は
、
そ

　
の
償
還
φ
す
る
ヒ
と
が
で
を
な
い
金
額
に
限
り
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
．

　
こ
れ
を
借
り
換
え
・
る
ヒ
’
と
が
．
で
き
．
る
。

3
　
前
項
た
．
だ
層
し
書
め
規
定
・
κ
ま
め
ノ
借
’
り
換
え
た
短
期
借
入
金
は
ハ
一
年
以
内
に
償
還

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
∴
　
　
　
　
　
　
　

．

　
　
　
　
．
一
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伽

　
（
余
裕
金
の
運
用
〉
　
へ
．
㍉
’
　
　
　
一
　
　
．
．
●
　
　
城
＼
’
ジ
・
・
　
．
・
磁
■
：
q
・

　
　
♂

　ホ
ノ㌘」

1



第
三
十
二
条
．
■
事
業
団
は
、
次
の
方
｛
法
に
よ
る
樹
令
を
除
く
ほ
か
、
業
務
上
の
余
裕
金
．

　
を
運
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

・
一
　
国
債
そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
副
の
指
定
す
る
有
価
証
券
の
取
得

　
二
　
銀
行
へ
の
預
金
又
は
郵
便
貯
，
金

　
三
べ
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
又
は
ビ
信
託
会
社
．
へ
の
金
銭
信
託

　
（
財
産
の
処
分
等
の
制
限
）
　
　
・
　
　
，
　
・
　
　
噛
　
・
∴
！

第
三
．
＋
三
条
事
業
団
は
、
主
務
省
全
で
定
め
る
重
要
菰
財
産
養
し
付
け
可
譲
渡
k

　
交
換
し
、
又
は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
っ
　
　
　
　
‘
　
・
．
・
、
叫
　
パ

　
（
給
与
及
び
退
職
手
当
の
支
給
の
基
準
）

第
三
十
四
条
　
事
業
団
は
、
そ
の
役
員
及
び
職
員
に
対
す
る
給
与
及
び
退
職
手
当
の
支

　
給
の
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
．
内
閻
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
．
け
な
げ
れ
ば

　
　
一
　
　
　
●
　
　
一
．
　
　
．
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
’
㊥

　
な
ぢ
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
。
と
す
る
と
き
も
、
．
同
様
と
す
る
。

　
（
主
務
省
令
へ
・
の
委
任
）

第
三
十
五
条
　
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
．
の
■
の
ほ
か
へ
事
業
団
の
財
務
及
び
会
計
に
関

　
し
必
要
な
事
項
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
。
・

　
　
　
第
五
章
　
監
督

　
（
監
督
）
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
．
　
　
　
．

．
第
三
十
⊥
バ
条
　
事
業
団
は
、
主
務
大
臣
が
監
督
す
る
。

2
　
主
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
・
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事

　
↑
業
団
に
対
し
て
周
そ
の
業
務
に
関
し
藍
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
報
告
の
徴
取
．
及
び
立
入
検
査
）
　
　
　
，
．
・
ー
ド
　
　
．
　
　
9
　
　
　
　
　
，

第
三
十
七
条
・
主
務
大
臣
な
馬
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
■
と

　
．
き
は
、
事
業
団
に
対
・
し
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
黛
女
は
そ
の
職
員
に
事
業
団

畠



　
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所
に
立
ち
入
・
り
、
業
務
の
状
況
若
し
・
く
は
・
帳
簿
、
書
類
そ

　
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
・
　
　
．
　
　
・
　
．
㌦
㌧

2
　
前
項
O
規
．
定
、
に
よ
り
職
員
が
立
入
検
査
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証

　
明
書
を
携
帯
し
、
・
関
係
入
妃
こ
れ
を
．
揚
示
し
な
け
測
ぱ
な
ら
な
い
。

3
　
第
一
項
の
規
定
に
．
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
．
犯
罪
捜
査
の
●
た
め
に
認
あ
ら
れ
た

，
も
の
と
解
し
て
■
は
な
ら
な
い
。

　
　
．
第
六
章
　
雑
則

　
（
解
散
）
㌦

第
三
十
八
条
・
事
業
団
は
、
解
散
し
。
た
場
合
に
寿
い
で
、
そ
の
債
務
を
弁
済
レ
て
な
澄

　
残
余
財
産
が
あ
る
と
き
は
ふ
・
こ
れ
を
各
出
資
者
昌
に
対
！
し
い
そ
済
Y
出
資
し
額
を
’
限
h
度
と
し
一

　
て
・
分
配
す
る
も
の
と
す
る
。

2
　
．
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
団
の
解
散
に
つ
い
，
、
て
は
噛
別
に
法
律
で
定

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
の

ゆ
－



●

●

●

　
め
る
。
　
　
　
　
　
・
・
、

　
（
主
務
大
臣
及
び
主
務
省
令
）

第
三
十
九
条
　
こ
の
法
律
に
幽
い
て
主
務
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
郵
政
大
臣
及
び

．
人
工
衛
星
等
の
開
発
に
係
る
事
項
を
所
管
す
る
大
臣
で
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2
・
こ
の
法
律
に
溢
硲
．
て
主
務
省
令
．
は
、
主
務
大
臣
の
発
・
す
る
命
令
と
す
る
。

　
（
科
学
技
術
庁
長
官
へ
の
委
任
）
　
．
酒
－
∴
・
　
㌃
　
●
、

第
四
．
十
条
、
「
。
内
閣
総
理
良
臣
は
へ
次
の
権
限
を
科
学
技
術
庁
長
官
に
委
任
－
ず
．
る
て
と
が

●
・
で
き
る
。

…
「
∴
第
三
条
第
二
項
、
第
四
十
二
三
項
、
笛
二
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、

　
　
第
二
十
三
条
、
第
二
・
十
六
条
浅
一
第
三
十
・
、
一
条
第
ゾ
「
項
若
し
く
は
第
．
二
項
た
だ
し
書

　
　
又
は
第
三
十
三
条
の
規
定
、
に
よ
．
る
認
．
可
，
◎

　
二
　
第
十
六
条
た
だ
し
書
、
第
二
十
八
条
第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
の
規
定
甚
よ
る

’

．
ノ
㍊



、

　
　
承
認

　
三
　
第
三
十
ご
条
第
“
号
φ
規
定
に
よ
る
指
定

　
四
　
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
取
及
び
立
入
検
・
査
●

　
（
大
・
蔵
大
臣
と
・
の
協
議
）

第
四
十
璃
・
条
　
内
閣
総
理
大
臣
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
場
合
に
は
、
科
学

　
技
術
庁
長
官
。
第
四
十
三
条
第
一
号
に
お
，
い
て
同
・
じ
ρ
）
は
、
次
の
場
合
に
は
、
あ
「

　
ら
か
じ
め
、
大
蔵
大
・
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
第
二
十
四
条
の
基
本
計
画
を
定
め
σ
よ
う
と
す
る
と
き
。

　
二
　
第
三
十
一
条
第
．
一
項
，
又
は
第
二
項
た
・
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
ょ
う
と

　
．
．
す
る
と
き
。
・
．
・
∵
」

　
三
　
第
三
十
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
。

　
四
　
第
三
十
四
条
の
規
定
に
ポ
る
承
認
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
㌦
　
　
　
’
　
　
●

　　

@　

@　

@　

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
●

2
∴
王
務
大
臣
は
、
吹
の
場
合
。
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
大
蔵
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば

　
癒
ち
な
い
。

　
一
　
第
四
条
虫
三
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
錦
三
項
、
第
．
二
十
六

　
　
三
又
は
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
．
る
認
可
を
し
よ
う
・
と
す
る
と
き
。
．

　
一
．
一
　
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
．
承
認
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
。
・

　
三
　
第
三
十
三
条
又
は
第
三
十
五
条
の
‘
規
定
に
．
よ
砂
主
務
省
令
を
定
め
ま
う
と
す
る

　
．
と
き
。

　
　
　
第
七
章
　
罰
則
㌔
．

　
（
罰
則
）
．
、

第
四
十
二
条
　
第
三
一
十
七
条
策
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
・
．

報
告
を
七
、
又
は
同
項
の
規
鴛
よ
る
検
査
を
拒
み
酒
妨
げ
声
若
し
え
は
」
忌
遷
し
た

客
に
県
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
妻
事
の
役
曼
は
職
員
は
、
三
万
書
下
⑳



、

　
罰
金
に
処
す
る
。
・
鼻
．
一
．
い
　
、
．
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
．
∴
「
　
　
．
．
●
，
二
置
’

第
四
十
三
条
“
次
⑳
各
号
の
．
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
皮
行
為
を
し
だ
事
業

　
団
の
役
員
は
、
三
万
円
以
　
下
の
過
料
に
処
す
る
p
　
　
　
、
」
■
－
一
．
・
■
㍉
、
－

　
一
．
．
こ
の
法
律
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
又
は
主
務
大
臣
の
認
可
又
は
承
認
を
受
け
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
認
可
又
は
承
認
を
受
け
な
か
つ
・
た
と
き
。

　
二
　
第
七
条
第
一
項
の
政
令
．
の
規
定
に
違
反
し
て
登
、
記
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
き
。

　
三
　
第
二
十
二
条
第
．
｛
夏
汲
び
第
四
項
σ
業
務
以
外
の
業
務
を
行
な
っ
た
と
き
。
一

　
四
　
．
第
三
十
二
条
δ
規
定
に
違
反
し
て
業
務
上
・
の
余
裕
金
を
運
吊
．
し
た
と
き
。

　
五
．
第
三
十
六
条
第
一
．
一
貫
め
規
定
に
・
よ
る
．
主
務
大
臣
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

第
四
十
四
条
　
第
八
条
の
規
定
に
巻
反
し
た
者
ぱ
、
．
一
方
円
以
．
下
の
過
料
に
処
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
．
期
日
Y
！

　
　
　
　
　
　
　
　
●
．
　
　
　
・
．
　
　
0

噛
、
2
4



　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
●

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
、
の
．
日
か
ら
施
行
す
る
。
．
．
－
た
だ
し
、
附
．
則
第
八
条
か
占
ら
第
・

　
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ち
起
算
し
て
六
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
澄

　
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
　
　
　
　
．
む
．

　
（
事
業
団
の
設
立
）
　
　
．
　
　
・
　
　
　
　
●
：
　
・
　
　
．
　
　
，
、

第
二
条
■
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
十
二
条
第
一
白
丁
は
第
三
項
の
例
に
よ
り
、
事
業
団

　
の
理
事
長
又
。
は
監
事
と
な
・
る
べ
ぎ
者
を
指
名
．
す
る
。

2
　
・
前
項
の
規
定
に
よ
・
り
指
名
さ
れ
た
理
事
長
又
は
監
事
と
な
る
べ
き
者
は
、
事
業
団

　
の
成
立
あ
蒔
に
お
い
■
て
、
こ
・
の
法
律
の
規
定
た
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
理
事
長
又
は
早
事

　
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
す
る
．
。
ザ
　
．
　
・
　
・
　
　
　
●
　
　
・
、
．
，

5
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
設
立
委
員
を
命
じ
て
、
事
業
団
の
設
立
に
．
関
す
る
事
務
を
処

　
理
さ
せ
る
。
　
　
’
．
　
・
　
．
．
・
　
　
　
：
、
．
．
鱈
．
…
　
「
・

4
　
設
立
委
員
は
、
政
府
以
外
の
者
に
対
し
、
事
業
団
に
対
す
る
出
資
を
募
集
し
な
け

ス

、



・
れ
ば
な
ら
な
い
●
。

5
　
設
立
，
委
員
は
、
前
項
の
募
集
が
終
わ
っ
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
に
対
し
、
設
立
の

　
認
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
．
　
　
－
　
　
　
　
　
　
－

6
’
設
立
委
員
は
、
前
項
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
政
府
及
び
出
資
の
募
集
に
応
じ

　
た
政
府
以
外
の
者
に
対
し
V
出
資
金
の
払
込
み
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7
　
．
設
．
立
委
員
“
は
、
・
出
資
金
の
払
込
み
が
あ
っ
．
た
・
日
に
於
い
て
、
そ
の
事
務
を
第
一
項

　
・
の
規
．
定
心
よ
り
指
名
さ
れ
た
理
事
長
．
と
な
る
べ
き
者
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

噛
：
い
。

8
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
理
事
長
と
な
る
べ
き
者
は
、
前
項
の
事
務
の

　
引
継
ぎ
を
受
け
た
と
き
は
・
、
遅
滞
な
く
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
設
立
の

　
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
・
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
・
：
　
　
　
・
・

覧
9
．
事
業
団
は
》
前
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
の
登
記
を
す
る
と
と
に
ビ
よ
づ
⊥
子
成
立
－
す
る
・

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
・
　
　
　
　
　
●

．
，
（
権
利
義
務
の
承
継
．
等
）

第
」
二
条
・
事
業
団
の
成
立
の
際
、
，
現
に
国
が
有
す
る
権
利
及
び
義
務
の
う
ち
、
科
学
技

…
－
術
・
庁
凱
μ
置
5
怯
砦
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
十
条
め
一
，
一
世
一
項
の
規
定

　
に
よ
る
科
営
技
術
庁
宇
声
開
溌
推
進
い
本
部
、
の
所
掌
事
務
及
び
郵
政
省
設
置
法
（
昭
和

　
二
十
↑
三
・
年
法
律
第
二
百
㌦
四
十
四
号
）
第
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
郵
政
省
電
波
研

　
究
所
’
の
所
掌
事
務
（
電
離
層
の
観
測
の
た
め
の
人
工
衛
星
の
開
発
に
係
る
も
の
に
限

　
ゐ
■
。
）
に
関
す
る
庵
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
事
業
団
の
成
立
の
暗
π
鉛
仏
て
、
．

　
事
業
団
が
承
継
す
る
。
　
　
　
“
　
　
●

セ
　
前
項
の
規
h
淀
忙
よ
り
事
業
団
が
国
の
有
す
る
権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
た
と
き
は
、

　
そ
め
承
継
の
際
、
そ
の
承
継
さ
れ
る
権
利
に
係
る
土
地
、
建
物
、
物
品
そ
の
他
の
財

　
産
で
政
冷
聴
嘘
あ
る
も
の
の
価
額
の
合
計
額
に
相
当
す
ゐ
金
額
は
、
政
府
か
ち
事
業

　
，
団
に
三
七
出
資
さ
れ
た
も
・
の
と
す
る
ゆ

ホ

27妬



3
　
前
・
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
之
さ
れ
る
同
項
の
財
産
の
価

　
額
は
、
事
業
団
の
成
立
の
白
現
在
，
に
於
け
る
時
価
を
基
準
と
し
て
西
畑
委
員
が
評
価

　
し
た
価
額
と
す
る
。

4
　
前
項
の
評
価
委
員
そ
の
他
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

5
　
第
一
項
．
の
規
定
に
よ
り
事
業
団
が
国
の
有
す
る
権
利
を
承
継
し
た
場
合
に
は
、
当

　
該
承
継
に
伴
う
登
記
若
し
く
は
登
録
又
は
当
該
承
継
に
係
る
不
動
産
の
取
得
に
つ
い

・
・
て
は
、
登
録
免
許
税
又
は
不
動
産
取
得
税
を
課
さ
な
い
コ

　
（
経
過
規
定
）
・
，
．
・
∴
∵
’

第
四
条
燭
事
業
団
が
昭
和
四
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
・
で
に
、
第
四
和
装
五
項
の
規
定

　
に
よ
・
る
政
府
か
、
ら
の
出
．
資
を
受
け
る
場
合
に
は
、
当
該
出
資
の
目
的
と
さ
早
る
土
地

．
等
に
係
る
登
記
に
・
つ
，
い
て
は
、
’
登
録
免
，
許
税
を
課
さ
な
加
。

第
五
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
、
現
に
宇
宙
開
発
事
業
団
と
い
う
名
・
称
を
使
用
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
．
　
●

、　
亀

ボ
ー
ア
1
－
1
一



　
　
　
　
　
　
　
　
●
，
　
　
　
　
、
　
　
　
●

　
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
の
規
是
は
、
こ
め
法
律
，
の
施
’
直
後
エ
ハ
月
間
．
は
、
適
角

　
し
な
い
。
’

第
六
条
訳
業
倒
の
最
切
の
事
業
年
度
は
、
第
二
＋
五
条
の
規
定
柏
里
わ
ら
ず
、
そ

め
成
立
曾
髭
ま
り
、
昭
和
四
＋
五
年
三
月
三
＋
百
に
終
φ
る
も
の
と
す
る
ゆ

第
七
蚤
る
宿
業
窪
溜
最
初
の
事
業
年
度
の
事
業
計
画
、
予
算
及
び
資
金
計
画
に
つ
・
い
て

は
、
第
二
＋
六
条
中
「
当
該
事
業
年
度
⑳
開
始
潮
に
」
と
山
山
の
な
．
」
事
業
団
の

　
成
立
後
遅
滞
な
く
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

■・

i
関
孫
法
律
の
」
部
改
正
）

第
八
染
　
所
得
税
桧
抵
昭
湘
四
十
年
法
律
第
三
十
三
口
芳
）
●
の
一
部
を
次
の
よ
う
ん
改
正

　
す
る
。
亀
・

　
6
捌
表
第
一
第
一
号
の
表
中
医
療
金
融
公
庫
の
項
の
次
に
次
の
ぼ
う
に
加
え
る
。

、

＿9，一
@ 〇



七
九
条
，
法
人
税
法
入
確
和
四
＋
年
法
律
第
三
＋
堂
号
）
・
の
。
蔀
を
次
㊧
う
に
工
専

　
す
る
。
　
　
　
　
　
．
　
・
　
　
　
　
■
　
　
　
ゴ
　
　
　
　
　
・
：

　
　
別
表
第
二
第
一
号
の
上
中
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宇
宙
開
発
事
業
団
一
宇
宙
出
発
事
業
団
法
．
（
，
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
＝

謬
）
●

第
十
条
∵
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
学
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

．
に
改
正
す
る
。

　
　
第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
第
七
号
．
中
「
及
び
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
」
を

　
「
、
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
及
び
宇
宙
開
発
事
業
団
」
に
改
め
る
。

　
　
第
七
十
三
条
の
四
・
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
二
十
二
　
宇
宙
囲
発
事
．
業
団
が
宇
宙
開
発
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第

　
　
　
　
』
万
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
の

　
　
　
用
た
・
供
す
る
不
動
産
で
政
．
令
で
定
め
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
●
・
　
．
、
　
　
　
　
●
　
　
　
’

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
　
第
三
百
四
十
九
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
2
4
．
宇
宙
開
発
事
業
圃
が
所
有
し
、
か
つ
、
直
接
宇
宙
開
溌
事
粟
圃
怯
第
二
＋
二
条

　
　
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
陵
で
に
規
淀
．
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
家
屋
・
及
び
償
熟

　
　
却
資
産
で
政
令
で
定
め
為
も
め
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、

　
　
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
に
対
し
て
新
た
に
固
定
資
産
税

　
　
が
課
さ
れ
6
こ
と
と
な
っ
た
年
度
か
ら
五
年
等
分
の
固
定
資
灌
税
に
つ
い
・
て
は
、

　
　
当
該
固
定
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
乃
べ
き
価
格
の
三
分
の
一

　
　
の
額
と
．
し
、
：
そ
の
後
五
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
．
、
当
該
固
定
資
産
に

　
　
係
る
固
定
資
産
税
．
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
・
の
三
房
の
鴇
　
こ
、
の
額
と
す
る
。
．

第
十
一
条
　
行
政
管
理
庁
設
置
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
電
十
七
号
）
の
一
部
を
次

　
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
！
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ

　
　
第
二
条
第
十
一
二
号
中
「
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
」
の
下
に
「
、
宇
宙
開
発

　ホ・

8／：ヨo



　
事
業
団
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
　
建
設
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

　
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
条
第
二
十
六
号
の
黒
門
「
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
」
の
下
夜
』
、
宇

　
宙
開
発
事
業
団
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
　
郵
政
省
設
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
ナ
条
の
二
第
「
項
第
十
六
号
0
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　
　
十
六
の
．
二
　
宇
宙
開
発
事
業
団
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
四
条
　
科
学
技
術
庁
設
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
ゆ

　
　
第
池
傑
一
φ
二
第
六
号
坤
「
、
国
立
防
災
科
学
技
術
．
セ
ン
タ
ー
及
び
宇
宙
開
発
推
進

　
本
部
ト
遭
「
及
び
国
立
防
災
科
学
技
術
セ
ン
タ
コ
」
に
改
め
、
同
「
条
に
次
の
七
号
を

　
加
え
る
。

●．

●
■

撫



ホ
謁

●

●

．
，
七
．
宇
宙
開
’
発
肇
莱
，
団
従
、
関
す
る
こ
止
。
∴

　
　
第
十
六
条
中
「
宇
宙
開
発
推
進
本
部
」
を
削
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
第
二
十
条
の
二
面
び
第
二
十
条
の
■
三
を
削
り
ふ
第
二
十
条
の
四
を
第
二
十
条
の
二

　
と
し
ぐ
第
二
十
条
の
五
を
第
一
．
一
十
条
の
三
と
す
る
。
・
．
ご
　
　
’
・
∴

第
十
’
五
条
　
放
送
法
（
昭
幽
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

　
改
正
す
る
。

　
　
L
第
九
条
の
二
の
次
に
：
次
の
，
一
条
を
加
え
る
。
　
　
・
・
　
　
　
：
．

　
．
、
．
（
宇
宙
開
発
事
業
団
へ
の
出
資
）
・

第
九
条
の
三
塙
蟻
壁
∵
そ
あ
業
務
を
遂
行
す
為
た
め
沈
必
要
が
あ
る
場
倉
に
は
、

亭
郵
政
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
収
支
予
算
、
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
で
定
み
だ

　
　
・
と
こ
ろ
た
よ
サ
、
宇
宙
開
■
発
．
事
業
個
に
出
・
資
す
る
て
乏
が
、
で
き
る
。
二

評
・
第
四
＋
八
条
笙
頂
第
適
中
「
第
二
条
第
二
頂
」
を
「
第
九
条
の
三
入
者

甲一“φ



　
開
発
事
業
団
へ
の
出
資
の
認
可
）
、
第
十
一
条
第
二
項
し
に
改
め
る
。

　
，
第
五
＋
五
条
第
二
号
中
「
第
土
．
条
第
二
項
」
を
．
「
第
九
条
の
三
、
第
＋
一
条
第

　
二
項
」
に
改
め
る
。

第
＋
六
条
柏
重
信
電
話
公
．
社
法
（
昭
和
一
一
＋
七
年
法
律
第
二
重
言
．
万
）
▼
の
一
部

　
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
巳

．
第
三
条
の
三
笙
項
中
「
公
社
は
ト
の
下
に
コ
前
二
条
の
規
定
に
窟
ほ
か
」

　
を
加
え
、
同
条
を
第
・
三
条
の
四
止
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
宇
宙
開
発
事
業
団
へ
の
出
資
）

　
第
三
条
の
三
　
公
社
は
、
．
そ
の
業
務
の
運
営
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
郵
政
大
臣

　
　
の
認
可
を
受
け
て
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
宇
宙
開
発
事
業
団
に
出
資

　
　
す
る
こ
と
亦
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
‘
　
　
，
　
　
　
　
．
．

第
十
七
条
　
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
．
法
律
第
二
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

●・・●

●●

ホ
3ぐ解

　
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
条
第
三
十
四
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
三
十
四
の
三
　
宇
宙
開
発
事
業
団
が
字
宙
開
発
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律

　
　
　
第
　
　
　
　
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
，
る
業
務
の
用

　
　
　
に
供
す
る
施
設
．

第
＋
八
条
　
地
方
財
政
甫
建
促
准
τ
特
別
推
算
法
（
昭
和
享
＋
年
法
律
第
百
九
＋
五
号
）

　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
．

　
　
第
二
十
四
条
第
一
戸
項
中
「
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
」
の
下
に
「
、
宇
宙
開

　
発
事
業
団
」
を
加
え
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

●

●

ラ
メ
ト
ホ
劉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
＼

　
　
　
　
　
迦
一
由
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

パ
．
人
爵
衛
星
及
び
人
工
衛
星
打
上
げ
周
ロ
ケ
ッ
ト
の
開
発
V
打
上
げ
及
び
追
跡
を
総
、
合
．

．
的
、
計
画
的
か
つ
効
率
的
に
行
な
い
、
・
宇
宙
の
へ
開
発
塾
ひ
レ
利
由
移
促
進
に
寄
与
、
す
る
た

め
、
宇
宙
開
発
事
業
団
を
藩
学
る
必
要
ふ
あ
る
・
こ
れ
が
♪
こ
め
法
律
案
を
提
出
す

る
理
由
で
あ
る
ゆ

！

、

、



●

●

●



‘
1

●
　
　
　
　
　
　
　
◎

●

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

●

●
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

．
関
係
法
律
新
旧
対
照
表

新

旧

◎
所
得
税
法

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）

別
表
第
一

公
共
法
人
等
の
表

別
表
第
一

公
共
法
人
等
の
表

一

次
の
表
に
掲
げ
る
法
人

一

次
の
表
に
掲
げ
る
法
人

医
療
金
融

医
療
金
融
公
庫
法
（
昭
和
三

医
療
金
融

医
療
金
融
公
庫
法
（
昭
和
三
十

公
庫

十
五
年
法
律
第
九
十
五
」
号
）
・

公
庫
，

五
年
法
律
第
九
十
五
号
）

宇
宙
開
発

宇
宙
開
発
事
業
団
法
（
昭
和

オ
リ
ン
ビ
ッ

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
総

事
業
団

四
十
四
年
法
律
第
　
　
－
号
）
　
　
　
　
　
　
　
曾
－

ク
一
念
青

合
セ
ン
タ
レ
法
．
へ
昭
和
四
十
年

オ
リ
財
ビ
シ

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年

少
年
総
合

法
律
第
四
十
五
号
）

ク
記
念
青

総
合
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和
四

セ
ン
タ
ー

論
・

少
年
総
合

十
年
法
律
第
四
＋
五
号
）

一
　
「

セ
ッ
タ
ー

ゴ
　
　
∵
ド
　
　
・
も
’
「

1
　
，
　
●
　
　
［
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
甘
　
　
！

◎
法
人
税
法
．
八
田
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
’

門

’

し
　
，

／



新
一

．
別
表
第
二
　
公
益
法
人
等
の
表

　
　
一
　
次
の
表
に
掲
げ
る
法
人
い

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
法
（
昭
．
和
三
十
五
　
　
　
　
五
十
一
号
）

宇
宙
開
発

宇
宙
開
発
事
業
団
法
（
昭
和
．

事
業
団

四
十
四
年
法
律
第
　
　
号
）

開
拓
融
資
保
証
協
会

，
開
拓
融
資
保
証
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）

旧

◎
地
方
税
法

　
（
法
人
の
事
業
税
の
非
課
税
所
得
等
の
範
囲
）

第
七
十
二
条
の
五
　
道
府
県
は
、
左
の
各
号
に
－

　
掲
げ
る
法
人
の
事
業
の
所
得
又
は
収
入
金
額

　
で
収
益
事
業
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
対

・
別
表
第
二
　
公
益
法
人
等
の
表

　
一
　
次
の
表
に
掲
げ
る
海
人

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
五
十
一
号
）

開
拓
融
資
保
証
協
会

開
拓
融
資
保
証
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
九
＋
一
号
）

　
（
法
人
の
事
業
税
の
非
課
税
所
得
等
の
範
断
）

第
七
十
二
条
の
五
・
道
府
県
ぼ
、
左
の
東
浦
に

　
掲
げ
る
法
人
の
事
業
の
所
得
又
は
収
入
金
額

　
で
収
益
事
業
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
対

●・・●

●●

　曜　蟹●

・
タ
乙

　
3
．

し
て
は
」
事
業
税
を
課
す
る
こ
と
画
が
で
き
を

い
。
　
　
．
，
』
．

一
－
六
（
略
）
　
　
　
　
　
　
．
　
’

七
　
石
炭
鉱
業
合
理
化
事
業
団
ギ
畜
意
振
興
．

し
て
は
、
事
業
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
．

　
い
。．

一
－
六
（
略
）

七
－
石
炭
鉱
業
合
理
化
事
業
団
、
畜
産
振
興

事
業
団
、
糖
価
安
定
事
業
町
．
一
日
本
蚕
糸

事
業
団
、
糖
価
安
定
事
業
団
、
日
本
蚕
糸

，
事
業
団
、
日
本
原
子
力
船
開
発
事
業
研
彗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
事
業
団
、
日
本
原
子
力
船
開
発
事
業
団
及

動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
及
び
宇
宙
、
開
発
事
業
団
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
い
撃

副
動
力
炉
核
燃
料
開
発
執
業
団
二
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
趣
㍉
3
観
云
・

　
　
（
以
下
略
）
脚
（
用
途
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
の
非
課
税
）
　
，
∵
鑓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
，
9
　
●
　
（
以
下
略
）
　
　
　
，
雰
錯
降
．
（
用
途
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
の
非
．
課
税
）
で
眉

第
七
十
三
条
の
四
　
道
府
県
は
、
左
の
各
号
に

第
七
十
三
条
の
四
　
道
府
県
は
、
左
の
各
号
に

掲
げ
る
者
が
不
動
産
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
不
動
産
と
も
て
使
用
す
る
た
め
に
㌦
ひ
．
取
得
し
た
場
合
に
お
瞬
て
は
・
当
該
不
動
産

　
　
掲
げ
る
者
が
不
動
産
を
潟
そ
れ
当
該
各
号
●
ま
に
掲
げ
粂
動
骨
壷
無
言
都
二
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
l
‘
　
　
．
　
　
取
得
し
た
場
合
に
寿
い
－
て
は
h
：
当
該
－
不
動
産



●
1

冒
陶

新

’
伯

の
取
得
に
対
し
て
は
、
不
動
産
取
得
を
課
す

の
取
得
に
対
し
て
は
誇
不

・
る
こ
と
が
で
き
な
い
b
。
　
　
　
．
一
一
　
・

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

崩
1
二
十
（
略
）
．
・
　
　
”
ざ

．
一
－
，
二
。
十
（
略
）

‘二

¥
』
，
外
貿
埠
頭
公
団
が
直
接
外
貿
埠
頭

二
十
一
　
外
貿
埠
頭
公
団

公
団
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十

公
団
法
（
昭
和
四
十
二

五
号
）
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業

五
号
）
第
三
十
条
第
一

務
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め

勝
の
用
に
供
す
る
不
動
　
　
脚

る
も
の

る
も
の

二
十
二
　
宇
宙
開
発
事
業
団
が
宇
宙
開
発
事

．
業
団
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
　
　
号
）

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

・
　
『

ま
で
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
不

動
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の

・
・
“
轄

●

　
　
　
　
ノ
●

ぎ
　
　
　
　
　
匂

■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

外
貿
埠
頭
公
団
が
直
接
外
土
埠
頭

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十

第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業

●
い

，
7



●
1

■
　
　
　
　
　
●

■
　
燭
　
　
　
　
　
　
●
，

●

●

（
以
下
略
）

（
以
下
略
）

（
発
電
、
変
電
又
は
送
電
施
設
等
に
対
す
る

（
発
電
、
変
電
又
は
送
電
施
設
等
に
対
す
る

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
等
の
特
例
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
唱
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
等
の
特
例
㌻
‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
．
第
三
百
四
十
九
条
の
三

第
三
百
四
十
九
条
の
三

－
i
2
0
（
略
）

1
τ
、
2
0
（
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
－

21

怺
O
貿
埠
＝
頭
公
団
が
所
有
し
、
か
つ
、
直
接

21
@
外
貿
埠
頭
公
団
が
所
有
し
、
か
つ
、
直
接

外
貿
埠
頭
公
団
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定

・
外
貿
埠
頭
公
団
法
喜
三
十
条
第
一
項
に
規
定

す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
．

す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令

で
定
め
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
，

で
定
め
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
は
、
前
…
二
条
の
：
規
定
に
か
か

税
の
課
税
標
準
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か

わ
ち
ず
、
当
該
固
定
資
産
に
係
る
固
定
資
産
・

わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
に
係
る
固
定
資
産
　
　
　
、

税
⑳
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
の
二
分
の

税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
の
二
分
の

一
の
額
回
す
有
　
　
，
㍗
．
％
．
，
（
略
）

一
の
額
走
す
る
9
、

●

、

夕
吹



新

刎
．
，
宇
宙
開
発
事
業
団
が
所
有
し
、

か
つ
、
・
直

接
宇
宙
開
発
事
業
団
法
第
二
十
二
条
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
業
務

・
の
用
に
供
す
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
で
馴
令

で
定
め
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
は
へ
三
二
条
の
規
定
に
か
か

．
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
に
対
し
て
新
た
に

固
定
資
産
税
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
年

，
度
か
ら
五
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

に
、
，
当
該
圓
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
廻
る
，

べ
き
価
格
の
三
分
の
　
の
額
と
し
、
そ
の
後
．

五
年
度
分
の
固
定
資
灌
税
に
つ
い
て
は
、
当

該
固
定
資
灌
に
係
る
固
定
資
灌
税
の
課
税
標

旧

「

●ム
　
　
　
　
　
　
　
導

の
　
り
　
　
　
の

●

＼

●
角の

●

。
》

ひ

一
夕
悩

．
準
ど
な
る
べ
き
価
格
の
三
分
の
二
の
緬
と
す
る
。
“

一
◎
行
政
管
理
庁
殺
置
法

　
（
所
掌
事
務
及
び
権
限
）
．
．
，
，

第
一
、
一
条
、
行
政
管
理
庁
の
所
掌
事
務
の
範
囲
は
・
，

　
左
の
通
り
と
レ
、
、
そ
の
権
限
”
の
行
使
は
，
、
・
ぞ
∴

　
の
範
囲
吋
で
法
律
（
法
律
に
基
く
命
令
を
含
．

　
む
）
に
従
つ
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
－
＋
一
（
略
）

　
十
二
　
前
号
の
監
察
に
関
連
じ
．
て
．
あ
公
共
企
・

　
，
業
体
（
公
共
企
業
体
等
単
働
関
係
法
（
昭

　
　
利
二
十
三
年
法
律
第
二
首
五
十
七
号
）
第

　
　
二
条
第
⊥
・
項
鎗
・
一
号
に
掲
げ
る
公
共
企
業

　
　
体
を
め
う
。
）
、
蛮
庫
．
（
公
庫
の
予
算
及
．

　
　
び
決
算
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
：

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）

．
（
所
掌
事
狢
及
び
権
限
）

第
二
条
　
行
政
管
理
庁
の
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、

　
左
の
通
り
と
し
、
そ
の
権
限
の
行
使
は
、
そ

　
の
範
囲
内
で
法
律
（
法
律
に
基
く
命
令
を
含

　
む
。
）
に
従
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
．
－
十
，
「
（
略
）

十
一
．
一
前
号
の
監
察
に
関
連
し
て
、
公
共
企

．
業
体
（
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
（
昭

　
．
和
二
十
三
年
法
律
第
二
言
五
十
七
号
）
第

　
　
二
条
第
．
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
公
共
企
業

　
．
体
を
い
ケ
。
）
、
公
庫
（
公
庫
の
予
算
及

　
び
決
算
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年



娼
1

’

噛

　
　
　
　
新
・
　
馬
‘

旧
．

法
律
第
九
十
九
号
）
・
館
一
・
条
の
公
庫
を
い

．
法
律
第
九
十
九
号
〉
第
一
条
の
公
庫
を
い

う
。
）
、
日
本
住
宅
公
団
、
…
…
動
力
炉
・

う
。
）
、
日
本
住
宅
公
団
、
・
・
卜
紅
動
力
炉
・

’

恥
核
燃
料
群
発
事
業
団
、
宇
宙
開
発
事
業
団
、
　
，

核
燃
料
開
発
事
業
団
、
年
金
福
祉
事
業
団
、

葬
金
福
祉
射
業
団
、
…
…
の
業
務
並
び
に
．
．

…
…
の
秦
務
並
び
に
国
の
委
任
叉
は
補
助

…
’
国
の
委
任
又
は
補
助
に
係
る
業
務
の
実
施

　
　
　
　
　
　
引
、
丁
に
係
る
業
務
の
実
施
状
況
に
関
し
必
要
な
　
　
　
！

状
況
に
関
℃
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

，
調
査
を
行
う
こ
と
。

、

．
　
　
●
　
亀
　
　
　
　
　
　
　
‘

（
以
下
略
）

（
以
下
略
）

◎
建
設
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
百
十
三
号
）

：
（
」
本
省
の
所
掌
事
務
及
び
権
限
）

　
（
本
省
の
所
掌
事
務
・
及
び
権
限
〉
　
　
－

第
三
条
．
本
省
の
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
左
の

第
三
条
　
本
省
の
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
左
の

通
り
と
し
、
そ
の
権
限
の
行
使
は
、
そ
の
範

通
り
と
し
、
そ
の
権
限
の
行
使
は
、
そ
の
範

囲
内
で
法
律
（
法
律
に
基
く
命
令
を
含
む
。
）

囲
内
で
法
律
（
法
律
に
基
く
命
令
を
含
む
。
）
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
「
●

。
●

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Z
　
　
　
　
　
を

禽
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
・

9



●
1

．
　
　
　
　
　
　
　
（

■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

●

●
．

に
従
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
従
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．一

|
二
十
六
（
略
）

　
響
；
一
－
二
十
六
（
略
）
　
　
ド
．

二
十
六
の
二
　
公
共
団
体
、
住
宅
金
融
公
庫
「

　
　
　
一
二
十
六
の
二
　
公
共
団
体
、
住
宅
金
融
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
．
…
…
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
－
業
団
、
宇

　
　
　
　
　
1
…
…
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
、

宙
開
発
事
業
団
、
国
民
金
融
公
庫
、
…
…

民
金
融
公
庫
、
　
…
　
国
家
公
務
員
共

…
…
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
（

組
合
連
合
会
（
以
下
「
公
共
団
体
等
」
．

以
下
「
公
共
団
体
等
」
と
い
う
。
）
の
委

い
う
。
）
の
委
託
に
基
き
、
建
設
工
事

託
に
基
き
、
建
設
工
事
、
建
設
工
事
の
設
・

建
設
工
事
の
設
計
、
建
設
工
事
の
工
事

噺

・
計
、
建
設
工
事
の
工
事
管
理
～
土
地
σ
測
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
「
量
、
地
図
切
調
製
及
び
測
量
用
写
真
の
撮
●

、
　
．
理
、
土
地
の
測
量
、
地
図
の
調
製
及
び
　
　
量
用
写
真
の
搬
影
並
び
に
建
設
工
事
用

影
並
び
に
建
設
工
事
用
機
械
の
修
理
及
び

械
の
修
珪
及
び
運
転
を
行
う
と
と
。

…
運
転
を
行
う
ζ
と
つ

＠
郵
政
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
一
，
一
百
四
十
四
号
）

・

、

（
電
波
監
埋
局
の
事
務
）
　
　
．
，
　
　
　
　
　
　
　
．
一

（
電
波
監
理
局
の
事
務
）

と

、
ノ
9
．



1

．
　
　
　
　
薪
，

．
7
，
　
　
旧

第
十
条
の
二
－
鴛
波
監
理
局
に
於
い
て
は
、
左

第
十
条
の
二
　
電
波
監
理
局
に
響
い
て
は
、
左

・
に
掲
げ
る
事
務
を
？
か
さ
ど
る
。

に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
適

一
」
十
五
（
略
〉

一
1
十
五
（
略
）

十
六
　
日
本
放
送
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
，
十
六
．
日
本
放
送
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
の
二
　
．
宇
宙
開
発
事
業
団
に
関
す
る
こ
．

’
十
七
．
所
部
の
職
員
●
の
需
要
及
び
採
用
に
関

d
。

す
る
計
画
案
を
作
成
す
る
こ
と
。

十
七
　
所
部
の
職
員
の
需
要
及
び
採
用
に
関

●

す
る
計
画
案
を
作
成
す
る
こ
と
。

（
以
下
略
）

　
1
（
以
下
略
）

◎
科
学
技
術
庁
設
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
・
律
第
四
十
九
号
）

（
研
究
調
整
局
の
事
務
）

（
研
究
調
整
局
の
事
務
）

第
七
条
の
二
　
研
究
調
整
局
に
お
い
て
は
、
次

第
七
条
の
二
　
研
究
調
整
局
に
捌
い
て
は
、
次

の
嘉
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
、
，

の
事
務
を
つ
か
●
さ
ど
る
。

●
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
戸

■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覧
●

●

一
一
五
（
略
）

｝
－
五
（
略
）

六
　
航
空
宇
宙
技
術
研
究
所
捌
国
立
防
災

六
　
航
空
宇
宙
技
術
研
究
所
↓
国
立
防
災
科

　
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。
廿
宇
宙
開
発
妻
団
に
関
す
る
こ
と
・

学
技
術
セ
ン
タ
L
及
び
宇
宙
開
発
推
進
本
l
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
　
　
．
部
に
関
す
る
こ
と
。
　
　
　
式

（
附
厨
機
関
）

（
附
属
機
関
）

第
十
六
条
　
科
学
技
術
庁
に
附
属
機
関
と
し
て
、

第
十
六
条
　
科
学
技
術
庁
に
附
属
機
関
と
し
て

次
の
機
関
を
置
ぐ
。

次
の
機
関
を
置
ぐ
。

航
空
宇
宙
技
術
研
究
所

　
　
　
　
　
‘
航
空
宇
宙
技
術
研
究
所

金
嘱
材
料
技
術
研
究
所

金
属
材
料
技
術
研
究
所

放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

・
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

国
立
防
災
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー

．
国
立
．
防
災
科
学
技
術
セ
シ
タ
ー

無
機
材
質
研
究
所

宇
宙
開
発
推
進
本
部

資
源
調
査
所

．
無
機
材
質
研
究
所

・
　
・
■
8
，
■
o
　
　
　
　
　
，
　
　
．
　
o
　
曾
　
凸
　
…

…
　
；
資
源
調
査
所

q

I　　r亀

夕
μ
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㌧
　
　
鵯

　
　
　
　
　
1
8
，
　
　
　
　
●
（
宇
宙
開
発
雅
膿
榔
）

及
び
人
工
衛
星
（
こ
れ
ら
に
装
備
し
、
又

　
1
　
　
　
　
9
　
　
　
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
勾
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
，
『
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
♪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
b

！
は
と
う
旧
す
る
機
器
を
含
む
。
以
下
同
じ
．
）
　
■
、
，
●
・
で
あ
っ
て
、
関
係
行
政
機
関
が
重
複
し
て
　
　
　
　
　
　
｝
開
発
ナ
る
こ
と
が
、
多
額
の
経
費
を
要
す
る
た
め
、
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
闘

前
号
の
試
作
に
係
る
ロ
ケ
ッ
ト
及
び
人

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
，
、
　
　
　
　
、
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
　
　
　
．
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
々



●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
●
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
　
．

●
I
　
I
　
　
凸
’
　
　
　
’

「
沖
縄
矧

、



、

新ノ

旧

．
宇
宙
開
発
推
進
本
部
の
事
務
を
　
掌
さ
せ
澗

．
た
め
、
所
要
・
の
地
に
宇
宙
開
発
推
准
　
部
の

’
支
所
を
設
け
る
ζ
と
が
で
き
る
。

　
，
幽

41

@
宇
宙
開
発
推
進
本
部
の
内
部
組
織
並
び
に

支
所
の
名
称
、
位
置
及
び
内
部
組
織
は
、
前

項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
総
理
府
令
で

定
め
る
ゆ

（
沖
縄
電
波
追
跡
所
の
職
員
の
給
与
）

第
二
十
条
の
一
『
沖
縄
電
波
追
跡
所
に
置
か
れ

る
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
職
員
」

と
い
う
。
）
に
は
・
、
俸
給
、
扶
養
手
当
、
期

末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
ほ
か
、
在
勤
手
当

を
支
給
す
る
。

●●

●
畠

●

ゲ｝

　
μ

●
夕

　
産

「

刻
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
在
勤
手
当
の
支

細
額
・
は
、
職
員
が
そ
の
体
面
を
維
持
し
・
か

づ
ハ
そ
の
職
務
と
責
任
に
．
応
じ
て
能
率
を
充

分
．
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
た
沖
縄
電

波
追
跡
所
の
所
在
地
に
拾
け
る
物
価
、
為
替

相
場
及
び
生
活
永
準
を
勘
案
し
て
、
政
令
で

定
め
る
。

司
　
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給

与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

九
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
h
第
三
条
、
第

四
条
、
第
十
条
（
第
三
項
を
除
く
つ
）
及
び

第
二
十
一
条
窮
二
項
の
規
定
は
い
第
．
≧
、
　
項
の

俸
給
、
．
扶
養
手
当
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手

当
並
び
に
在
勤
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用



、

新

ψ

旧
一
．

す
る
り
こ
の
場
合
に
澄
い
て
、
こ
．
れ
ら
ψ
規
∵

定
中
「
大
使
及
び
公
使
以
外
の
在
外
職
員
」
、
．

ど
謝
三
又
は
「
在
外
職
ロ
屋
と
あ
る
の
は
「
職

員
」
と
、
糊
．
螺
該
在
外
職
口
塁
と
あ
る
の
は
「
当

諸
職
副
］
、
ど
ギ
「
在
勤
俸
及
び
加
俸
一
と
あ
り
、
又

は
「
在
蜘
劇
U
と
あ
る
の
は
「
在
勤
手
当
」
と
、
第

國
条
第
一
項
中
「
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

法
律
第
八
条
並
び
に
一
般
職
の
職
員
の
給
与
κ

関
す
る
法
律
」
・
と
あ
る
の
は
「
一
般
職
の
職

員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
」
と
、
第
十
条
第

二
項
中
「
外
国
」
と
あ
る
の
は
「
宇
宙
開
発

推
進
本
部
沖
縄
電
波
追
跡
所
の
所
在
地
」
と
、
－

同
条
第
五
項
中
「
本
邦
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
池
、

又
は
休
暇
帰
国
を
許
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は

！

●

●
●

ぐ

夕
躍



●
」

∂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
1

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

●

●

「
本
邦
へ
出
張
を
命

え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
（
無
機
材
質
研
究
所
）

（
無
機
材
質
研
究
所
）

第
二
十
条
の
二
，
無
機
材
質
研
究
所
は
、
次
に

第
二
十
条
の
四
　
無
機

掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
機
関
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
●
．
“
・
一
　
非
金
属
無
機
林
質
に
係
る
超
高
純
度
材

　
’
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
一
　
非
金
属
無
機
材

質
及
び
こ
れ
に
類
す
る
材
質
の
創
製
に
関
噂

質
及
び
こ
れ
に
類

　
　
　
　
　
　
I
　
　
　
　
　
　
l
　
す
る
研
究
を
行
な
ヶ
こ
と
。
・
　
　
　
　
ご
∴
二
　
前
号
の
研
究
に
伴
い
得
ら
れ
た
物
を
試
，

す
る
研
．
究
を
行
な
二
前
号
の
研
究
に

料
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
。

料
と
レ
て
提
供
す

三
．
委
託
に
応
じ
、
第
一
号
の
研
究
を
行
な

　
　
　
噂
三
委
託
に
応
レ
、

う
こ
と
。
　
べ

　
　
、
　
　
．
ヶ
こ
ど
ρ
，
　
．
．

2
　
無
機
材
質
研
究
所
は
、
東
京
都
に
置
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
．
2
無
機
林
質
研
究
所

5
　
無
機
材
質
研
究
所
の
内
部
組
織
は
、
総
理

3
　
無
機
材
質
研
究
所

聾

「
本
邦
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
た
」
と
読
み
替
．

　
　
　
　
　
　
無
機
材
質
研
、
究
所
は
、
次
に

掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
機
関
と
す
る
。

　
　
非
金
属
無
機
材
質
に
係
る
超
高
純
度
材

　
質
及
び
こ
れ
に
類
す
る
材
質
の
創
製
に
関

前
号
の
研
究
に
伴
い
得
ち
れ
た
物
を
試

委
託
に
応
じ
、
第
．
露
．
号
の
研
究
を
行
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
に
．
置
く
。

無
機
材
質
研
究
所
㊨
内
部
組
織
は
、
総
理



4
1

5

新
　
　
　
　
…
．
・

府
令
で
定
め
有
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

府
令
で
定
め
る

（
資
源
調
査
所
）

（
資
源
謁
査
所
）

第
二
十
条
の
三
　
資
源
調
査
所
は
、
次
に
掲
げ

第
二
十
条
の
五

’

る
事
務
を
つ
か
ざ
ど
る
機
関
と
す
る
。

る
事
務
を
つ
か

一
　
資
源
の
総
合
的
利
用
に
関
す
る
基
礎
的

一
　
資
源
の
総

な
事
項
を
謁
了
し
ギ
及
び
分
析
す
る
こ
と
。

な
事
項
を
調

二
　
資
源
の
総
合
的
利
用
に
関
す
る
内
外
の

二
　
資
源
の
総

資
料
を
収
集
し
、
整
理
し
、
及
び
分
析
す

資
料
を
収
集

る
こ
と
。

る
こ
と
。

2
資
源
調
査
所
は
・
東
京
都
に
既
ぐ
・

・
2
　
資
源
調
査
所

　
　
　
　
　
　
ド
ー
5
　
資
源
調
査
所
σ
再
試
組
織
は
・
総
理
府
令

／
3
資
源
調
査
所

で
定
め
る
。

ぞ
定
め
る
。

●
矯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

旧

、

　
　
　
　
　
　
資
源
調
査
所
は
、
次
に
掲
げ

る
事
務
を
つ
か
ざ
ど
る
機
関
と
す
る
。

　
　
資
源
の
総
合
的
利
用
に
関
す
る
基
礎
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
分
析
す
る
こ
と
。

　
　
資
源
の
総
合
的
利
用
に
関
す
る
内
外
の

　
資
料
を
収
集
し
、
整
理
し
、
及
び
分
析
す

資
源
調
査
所
は
、
東
京
都
に
置
く
。
．

資
源
調
査
所
の
内
部
組
織
は
、
総
理
府
令

1　　4

■

夕
β
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1
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
匿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

・
◎
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
　
（
宇
宙
開
発
事
業
団
へ
の
出
資
）

弓

第
九
条
の
三
艦
協
会
は
、
そ
の
業
務
を
遂
行
す
　
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
郵
政
大
　
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
収
支
予
算
、
事
業
計
．
画
及
び
資
金
計
画
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
　
宇
．
宙
開
，
発
事
業
団
に
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
烈
　
（
電
波
監
理
審
議
会
へ
の
諮
問
〉
第
四
十
入
条
　
郵
政
大
臣
は
、
左
に
掲
げ
る
場
　
合
に
は
、
・
電
波
監
理
審
議
会
に
諮
問
し
、
そ
．
　
の
議
決
を
尊
重
し
て
措
置
を
し
な
・
け
．
れ
～
ば
な
　
ら
な
い
。
　
一
　
第
九
条
第
二
項
第
十
号
（
任
意
的
…
業
務

　
　
　
　
　
　
　
’
　
（
電
波
四
球
審
議
会
へ
の
諮
問
）
第
四
十
八
条
　
郵
政
大
臣
は
、
左
　
合
に
は
馬
電
波
監
理
審
議
会
に
　
の
議
決
を
尊
重
し
て
措
置
を
し
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
3
0
　
　
　
p
一
　
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
．
一
　
第
九
条
第
二
項
窮
十
号
（

左
に
掲
げ
る
場

　
　
　
　
　
そ

（
任
意
的
業
務

湾
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（
新
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旧
　
　
　
ノ

●低
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橋

●

夕
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（
以
下
略
）

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場

　
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
協
噂

　
会
の
役
員
を
十
万
肛
以
下
の
罰
金
に
処
す
奄

　
　
第
九
条
の
三
、
第
十
一
条
第
二
項
、
第

　
三
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第

　
三
十
七
条
の
二
野
二
項
、
第
四
十
二
条
第
・

　
一
項
、
第
四
＋
三
条
第
一
項
恥
は
第
四
＋

　
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け

　
る
べ
き
場
合
に
認
可
を
受
け
な
が
ワ
た
ど

　
き
。

三
（
略
）
　
　
　
　
：
　
’
－
・
「
．
ン
　
‘
亀
’

一
．
（
略
）

二

　
　
（
以
下
略
）

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
勝

合
に
お
い
て
は
、
．
ぞ
分
違
反
行
為
を
じ
だ
臥

　
会
の
役
員
を
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
、
処
ず
智
，

一
（
略
）

二
　
第
十
一
条
。
第
二
項
、
第
三
十
二
条
第
二

　
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
＝

　
第
一
項
、
第
四
十
二
条
項
一
項
、
．
第
四
十

　
三
条
第
一
項
又
は
第
四
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
る
べ
き
場
合
に

・
認
可
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

『
へ
略
）



新

旧

欄
－
　
　
　
　
’
　
1
　
日
　
　
　
㌧

◎
日
本
電
信
電
話
公
社
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
五
十
号
）
　
（
宇
宙
開
発
事
業
団
へ
の
出
資
）

　
　
　
　
φ
〆
（
投
資
）

第
三
条
の
四
　
公
社
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
　
る
ほ
か
、
そ
の
業
務
の
運
営
上
必
要
が
あ
る
　
場
合
に
は
、
郵
政
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
　
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
社
の
委

第
三
条
の
三
．
公
社
は
、
　
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
を
受
け
て
、
予
算
で
定
　
公
社
．
の
．
委
託
を
受
け

そ
の
業
務
の
運
営
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

予
算
で
定
め
．
る
と
こ
ろ
た
よ
り

．
駕

ダ
ー
㌧
－



‘
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
θ
…
　
．
●
　
　
　
　
　
戸

●
，
●

・
託
を
受
け
て
公
衆
電
気
通
信
業
務
の
一
部
を

務
の
一
部
を
行
な

行
な
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
事
業
及

1
．
．
す
る
事
業
及
び
公

び
公
社
の
公
衆
電
気
通
信
業
務
の
運
営
に
特

の
運
営
に
特
に
密

に
降
撲
に
関
連
す
る
業
務
を
行
な
う
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
1
、
、
な
ケ
こ
と
を
主
た

1

主
た
る
目
的
と
す
る
事
業
に
投
資
す
る
こ
と

直
す
る
こ
と
が
で

が
で
き
る
。
’

．
一

2
．
（
略
）

2
（
略
）

◎
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）

（
土
地
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
こ
と
が

（
土
地
を
収
用
し
、

b
で
き
る
事
業
）

で
き
る
事
業
）

第
三
条
　
土
地
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
h
　
と
が
で
ぎ
益
公
共
の
利
益
と
な
、
る
事
業
は
、

第
三
条
　
土
地
を
収
　
と
が
で
き
る
公
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
．
　
，
　
　
　
　
・
左
の
各
号
の
一
．
．
に
該
当
す
る
も
の
に
関
す
る

左
の
各
号
の
一
に

7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
k
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
8
巳
1
‘
　
　
　
　
’
　
‘
　
．
　
ぴ

■
　
●
　
8

“

務
の
一
部
を
行
な
う
こ
，
と
を
主
た
る
目
的
と

す
る
事
業
及
び
公
社
の
公
衆
電
気
通
信
業
務

の
運
営
に
特
に
密
接
に
関
連
す
る
業
務
を
行
ρ

な
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
事
業
に
二

又
は
使
用
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
は
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
は
、

　
　
　
　
　
　
に
該
当
す
る
も
の
に
関
す
る



新

事
業
で
な
け
れ
ば
な
ゆ
な
い
。

．一

C
澗
三
十
四
の
一
｝
（
略
）

三
十
四
の
三
　
宇
宙
開
発
事
業
団
が
宇
宙
開

発
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
三

号
〉
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は

・
．
隆
触
．
歪
掲
ザ
藻
遼
凋
旗
す
る
施

＼
，
設
・

　
三
十
五
（
略
）

◎
地
方
財
政
再
建
促
進
特
別
措
置
法

　
（
退
職
手
当
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
地
方

㍍
一
回
等
y
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

第
；
十
四
条
．

，
」
（
略
）

2
　
地
方
公
共
団
体
は
、
当
分
の
間
、
国
（
国

幣

事
業
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
i
三
十
四
の
二
（
略
）

三
十
五
（
略
）

（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）

・
津
．
・

（
退
職
手
当
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
地
方

　
債
等
）

第
二
＋
四
条
．

－
（
略
）

2
．
．
．
．
地
方
公
共
団
体
は
・
．
．
当
分
の
間
へ
国
哩
（
国

●●・

●
4ら

●

噂

　　　夕

2ま　2Ψ

・
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
一
．
一
十
三
年
法
律
第
百

二
十
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
き
設
置
さ
れ

る
機
関
で
地
方
に
置
か
れ
る
も
の
及
び
同
法

第
九
条
に
規
定
す
る
地
方
支
分
部
局
並
び
に

裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九

号
）
箭
二
条
に
規
定
す
る
下
級
裁
判
所
を
含

む
。
以
下
阿
じ
。
）
又
は
a
本
専
売
公
社
●
・
：
・
・

動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
、

事
業
団
、
労
働
福
祉
事
業
団

事
業
団
（
以
下
「
公
社
等
」
と
い
う
。
）

し
、
寄
附
．
金
、

か
な
い
負
担
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も

の
（
こ
れ
忙
相
当
ず
る
物
品
等
を
含
む
。
以

　
　
　
　
　
　
，
宇
宙
開
発

　
　
　
　
　
：
：
畜
産
振
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
対
，

法
衛
又
ば
政
令
の
規
定
に
基

　
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

　
二
十
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
き
設
置
さ
れ

　
る
機
関
で
地
方
に
置
か
れ
る
も
の
及
び
同
法

　
第
九
条
に
規
定
す
る
地
方
支
分
部
局
並
び
に

　
し
裁
判
所
法
（
昭
和
．
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九

　
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
下
級
裁
判
所
を
含

・
∴
堕
む
。
以
下
同
じ
つ
）
日
本
専
売
公
社
．
…
動

　
力
炉
．
斜
核
燃
料
開
発
事
業
団
、
労
働
福
祉
事
業

　
団
：
・
竃
畜
産
振
興
事
業
団
　
（
以
下
「
公
社

　
等
」
と
い
ゑ
）
に
対
し
、
寄
附
金
、
．
弦
律

　
又
は
政
令
の
規
定
に
基
か
な
い
負
担
金
そ
の

　
面
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
こ
れ
に
相
当
す

’
る
物
品
等
を
含
む
　
軌
以
下
「
寄
附
金
等
」
と

ノ

・
　
　
　



●
一

「
　
　
　
　
　
　
e

’

新

旧

卜
．
ず
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
、
　
下
「
寄
鮒
金
等
」
と
い
う
。
）
・
を
支
出
し
て
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
．
饗
ら
燃
。
．
た
だ
し
、
地
方
公
共
神
室
’
・
そ
の
施
段
を
国
又
は
公
社
等
に
移
管
し
よ
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
　
　
い
う
軌
●
、
）
を
支
出
ル
て
は
な
ら
な
い
。
■
た
だ
　
　
　
　
。
、
　
　
し
、
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
設
を
国
又
は
　
　
　
　
、
＼
　
公
社
等
に
移
管
し
よ
う
七
ず
る
場
合
そ
の
他

と
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
と
認
め

や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
賜
る
政
令
で
定
め

5
れ
る
政
令
で
定
め
る
場
令
に
お
げ
る
函
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魎
は
公
社
等
と
当
該
地
方
公
共
団
体
之
の
協
議

為
場
合
に
お
け
る
国
又
は
公
社
等
と
当
該
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
方
公
共
団
体
と
の
協
議
に
基
い
て
支
出
す
る

に
基
い
て
支
出
す
る
寄
附
金
等
で
、
あ
ら
か

寄
附
金
等
で
、
あ
ら
か
じ
め
自
治
大
臣
の
承

じ
め
自
治
大
臣
の
承
認
を
得
た
も
の
に
つ
い

認
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
∴
こ
の
限
り
で

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
’

・
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
…

亀
　
　
　
　
　
　
『
．
・
　
・
●

魯

’

，

●

●

亀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夕

26
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●

●



　
　
　
　
●

宇
宙
開
発
事
業
団
法
案
参
照
条
文

●

・
◎
民
“
法
　
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

λ
法
汰
の
不
珠
行
為
能
力
）
’
・
●
・
㌔
・
一
…
、
．
玉
．
、

第
四
＋
四
条
二
法
人
ハ
理
事
其
他
2
代
理
人
力
其
職
務
ジ
行
フ
ニ
付
キ
他
人
一
一
加
ヘ
タ

　
　
ル
貴
害
ヲ
賠
償
ス
ル
。
三
二
任
’
ス
．
　
　
一
　
　
　
　
　
　
．
．
‘
・

2
濫
法
人
ソ
・
月
的
ノ
範
囲
内
三
園
ラ
サ
ル
行
為
二
因
リ
テ
他
人
二
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
．
ル
ト

　
キ
ハ
其
事
項
ノ
議
快
ヲ
．
賛
・
成
シ
タ
ル
社
員
、
理
事
及
・
ヒ
之
ヲ
履
行
シ
タ
ル
理
事
其
他

∵
．
ソ
代
理
入
連
帯
シ
テ
其
ハ
賭
償
ン
三
三
任
ス
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
ノ

　
（
法
人
の
住
所
）
一
み
錠
＼
・
－

礪
五
，
藁
・
・
法
入
ノ
住
所
．
．
豊
前
タ
ル
事
務
所
ノ
所
在
地
二
在
ル
モ
ノ
ト
λ
．
．
∴
．
．

◎
刑
怯
、
・
（
明
治
四
潟
†
年
法
律
第
四
十
五
号
）

亀



　
　
（
公
・
務
員
や
公
務
所
）
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

第
七
－
条
・
本
法
二
三
テ
公
務
員
ト
称
ス
ル
か
官
吏
、
公
－
吏
、
一
法
令
二
：
依
。
リ
㍗
公
務
』
㌔
従
事

　
　
ス
ル
議
員
か
委
員
其
他
ノ
職
員
ヲ
謂
フ

2
　
公
務
所
下
・
称
茎
、
ル
蹄
4
7
公
務
員
・
ノ
職
務
ヲ
行
フ
所
ヲ
謂
フ
ー

◎
科
学
h
技
u
術
庁
設
置
畦
法
日
（
昭
や
和
主
十
7
年
法
律
第
四
十
九
号
）

　
，
（
研
究
調
整
局
の
事
務
）
，
・
・
．
．
」
、
．
　
吊
？
∴
“
・
∵
斗
・
ピ
ノ
　
：
●
、

第
七
．
条
．
の
・
二
，
研
究
調
整
局
に
於
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

　
．
．
一
－
五
，
・
（
略
）
ら
●
　
　
　
　
　
●
　
　
・
・
　
．
一
■
－
e

　
六
　
航
空
宇
宙
技
術
研
究
所
、
国
立
防
災
科
学
技
術
セ
才
　
　
　
　
．
　
開
発
推
進

　
　
・
本
蔀
に
関
す
る
こ
，
と
●
。
・
：
…

　
（
附
属
機
関
）

第
十
六
条
　
科
孝
技
術
庁
に
附
属
機
関
と
し
て
、
次
の
機
関
を
置
ぐ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
●
．
　
．
　
．
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
・
　
　
　
．
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
己

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
，
　
　
●

　
　
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
・
●

　
　
国
立
防
，
災
科
学
技
術
池
ン
タ
ー

　
ト
宇
宙
開
発
推
進
本
部

ジ
．
　
㌢
（
以
下
略
）

　
（
宇
宙
聞
発
，
推
進
本
部
）

第
二
＋
粂
の
二
宇
宙
開
発
推
進
本
部
は
、
学
庫
の
、
利
用
奪
葡
参
コ
灘
推

導
桑
め
次
に
掲
げ
る
事
務
ノ
乞
つ
か
逆
蓮
関
喜
晩
∴
ζ
　
　
弓
∵
◎
・

．
一
特
に
開
発
す
．
ρ
必
需
あ
る
零
潔
葛
藤
遭
透
退
縮
装
備
求

　
　
，
又
は
と
観
す
る
雲
客
己
鷺
以
馬
℃
．
Y
竃
う
て
い
潔
巖
騰
勢
－

　
　
重
複
し
て
開
発
す
る
て
と
が
、
4
額
の
経
費
を
要
す
る
た
め
、
適
当
で
な
い
と
認

　
　
め
ら
れ
る
庵
の
1
を
悌
発
す
る
た
め
必
要
な
設
計
及
び
試
作
を
行
な
う
こ
と
。

二
前
震
諜
に
塘
。
ζ
卜
翫
び
全
脳
追
継
げ
遜
湯
零
臓
づ

　
・
－
こ
と
つ
　
●
み
一
　
’
ゴ
ゴ
●
一
▼
。



．
隔
萎
託
r
応
咳
込
濡
星
。
追
跡
を
麗
な
－
こ
一
と
．
幽
　
　
，

　
・
囚
堕
湯
量
汲
び
試
作
並
礎
前
二
号
切
打
毒
及
び
追
跡
に
附
帯
す
詣

　
　
　
三
図
讐
自
ら
蚤
委
託
西
蒋
な
う
で
魂
．
・
．
．
一
．

2
・
宇
宙
開
発
推
進
本
部
は
、
策
京
礎
葉
書
‘
・
．
■
’
－

5
内
事
理
大
臣
は
、
第
三
策
二
号
及
び
第
三
号
の
追
跡
’
に
関
す
る
霧
雰
掌

　
　
さ
せ
る
た
め
、
賊
軍
島
拳
宙
開
発
推
進
本
部
抑
縄
電
波
追
跡
所
（
拠
条
罫
い
て

　
　
「
沖
縄
護
薪
逝
壱
う
。
）
を
殼
け
る
癒
か
、
宇
宙
開
発
推
進
本
部
の
事
務

　
“
雰
箸
せ
塊
め
、
筆
癖
の
地
に
宇
宙
開
発
推
進
本
部
の
支
所
を
設
け
る
こ
と
が

　
　
で
き
る
。
　
　
　
－

　
4
　
宇
宙
人
発
推
進
本
部
の
内
部
組
織
並
び
に
支
所
の
名
称
、
位
置
及
び
内
部
組
織
は
、

　
　
前
項
匹
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
総
理
府
令
で
定
め
る
。

　
　
（
沖
縄
電
波
追
勝
所
の
職
員
の
給
与
）

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
ト
　
　
　
　
．
　
　
　
、
　
．
　
　
　
　
　
　
サ
4



．
《

　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
●

第
二
十
条
の
三
　
沖
縄
電
波
追
跡
所
に
置
か
れ
る
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
澄
い
て
「
職

，
員
」
と
い
う
・
）
に
は
、
俸
給
♪
扶
養
手
当
、
、
，
期
末
手
当
及
ホ
勤
勉
手
当
φ
峰
か
い

　
在
勤
手
当
を
支
給
す
る
。

2
　
、
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
在
勤
手
当
の
支
給
甑
は
、
職
員
じ
が
そ
の
体
面
を
維
持
し
、

　
か
つ
、
そ
の
職
務
と
責
任
に
応
じ
て
能
率
を
充
分
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
●
う
に
，

　
沖
縄
電
波
追
跡
所
の
所
在
地
に
澄
け
る
物
価
、
為
替
相
場
及
び
生
活
依
準
を
勘
案
し
・

　
て
、
政
令
で
。
定
め
る
。

5
　
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
一

　
律
第
九
十
三
号
）
第
二
条
第
一
二
項
い
∴
第
三
条
、
筑
四
条
、
第
十
条
（
第
三
項
を
除
く
翁
）

　
及
び
’
第
二
十
一
条
第
二
項
．
の
規
定
は
、
第
一
項
の
俸
給
、
扶
養
手
当
、
期
末
手
当
及
・

　
び
勤
勉
、
手
当
並
び
に
在
勤
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
り
こ
の
場
合
に
澄
い
て
、

　
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
大
使
及
び
公
使
以
外
の
在
外
職
員
」
と
あ
り
、
又
は
「
在
外
職

」



　
員
」
と
あ
る
ゐ
は
「
職
員
」
と
、
h
∴
当
該
在
外
手
負
」
と
あ
る
あ
は
「
当
該
職
員
」
～

　
と
、
，
「
在
勤
俸
及
び
加
・
俸
」
と
あ
り
、
又
は
「
在
勤
俸
」
と
あ
る
の
は
「
「
在
勤
手
当
」
’

　
と
ハ
第
四
条
第
］
豊
中
「
特
別
職
め
職
員
め
給
与
に
関
す
．
る
法
律
選
入
条
並
び
に
一
、

　
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
『
般
職
の
職
・
員
の
給
与
に
関
・

　
す
る
法
律
」
と
、
第
十
条
虫
一
一
項
中
．
「
外
国
」
と
あ
る
の
は
う
宇
宙
開
発
推
進
杢
部

・
沖
．
縄
電
波
追
跡
所
の
所
在
地
」
と
、
同
条
第
五
高
踏
「
本
邦
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
、

　
又
は
休
暇
帰
国
を
許
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
［
本
邦
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
旧
れ
・
た
し
と
読
．
・

み
替
え
る
も
の
と
す
る
つ
．
　
㌔
　
6
∴
　
．
’
，
・
．
・
・
．
・
ご
ご

◎
郵
政
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
四
号
）
，
●
　
　
　
　
☆
・
～

　
（
電
波
e
監
理
局
．
の
事
務
）
・

第
十
条
の
．
二
‘
電
波
．
監
理
局
に
お
い
て
は
き
左
‘
に
’
掲
・
げ
る
」
事
務
を
？
か
し
さ
吊
ど
る
争
！
・
：

　
ム
ー
十
五
　
　
（
略
，
〉
．
引
　
　
・
　
h
．
　
、
㌔
．
●
　
．
こ
・
・
　
　
㌧
・
覧
…
●
ド
ご
ノ
し
〔
・

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
・
　
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
ナ
重
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
◆
　
　
■
　
　
　
●

一
回
の
月
三
冠
会
踊
落
を
∵
．
・
．
，
～
－
・
．
　
　
、

　
　
　
　
（
以
下
略
）

　
　
　
（
電
波
研
究
所
）

　
　
第
十
七
条
の
二
　
電
波
研
究
所
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
，
行
う
た
め
・
め
機
関
も
亡
－
す
る
6

　
・
　
　
一
　
電
波
φ
伝
わ
‘
グ
ー
方
－
ρ
観
測
酒
・
研
究
及
‘
ぴ
也
調
査
を
行
う
こ
と
。

　
　
　
二
　
周
波
数
標
準
値
を
定
め
、
標
準
電
波
を
発
射
し
、
及
び
標
準
時
を
通
報
す
る
こ

　
　
　
　
と
つ
ぐ
・

　
　
　
三
　
電
波
の
伝
わ
ρ
方
に
つ
い
て
、
予
報
及
び
異
常
に
関
す
る
警
報
を
送
信
し
、
並

　
　
　
　
び
に
そ
の
他
の
通
報
を
す
る
こ
と
。
　
’
・
”
●
∴
ノ
い
∵
．
、
い
　
∴
∵
山
ド
、
，

　
　
　
四
　
　
無
線
設
備
め
・
機
器
の
型
式
検
定
を
す
る
こ
．
と
。

　
　
・
伍
醤
無
線
設
備
ρ
性
能
試
験
及
．
び
そ
ρ
機
器
の
較
正
を
行
う
こ
と
。
：

　
　
　
六
」
第
こ
山
口
帯
か
ら
第
五
㌧
号
ま
で
の
事
項
に
関
す
る
研
究
及
び
調
査
を
行
う
ご
と
，
。
・

’

ゑ



　
七
　
前
各
号
の
事
務
に
附
帯
す
る
こ
と
。

◎
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）

　
（
公
共
法
人
等
及
び
公
益
信
託
に
係
る
非
課
税
）
　
　
　
．

筑
＋
一
条
喫
第
一
堕
号
に
掲
げ
る
六
国
茨
が
支
灘
受
け
る
携
百
七
＋
四
条

　
各
号
（
酋
国
法
人
に
係
る
所
念
税
の
課
税
標
準
〉
忙
掲
げ
る
利
子
箏
、
配
当
等
∴
利
・

　
益
の
分
配
並
び
に
報
酬
及
び
料
金
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
を
課
さ
な
い
。

　
　
∴
（
似
●
下
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

別
表
三
一
．
公
共
法
人
等
の
表

　
一
　
次
の
表
に
掲
げ
コ
る
法
人
・

医

療 名，

金

融

公 称

庫

医

療

金

融

公

庫 根

法

（
昭．．

和 拠

出

十

五

年 法

法

律
第

九
，

十

五
号
）

●

●

8
．
曾



　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
．
．
　
、
　
　
・
　
　
　
　
　
　
●
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
ッ
幻

　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
●
．

◎
法
入
税
法
．
（
昭
和
四
＋
年
洗
律
策
三
＋
四
号
）
　
虚
誕
、
～
．
　
　
’

　
λ
定
義
）
6

第
＝
条
，
と
の
法
律
’
に
・
帯
い
て
酒
次
繭
め
各
号
に
掲
げ
織
る
用
語
の
意
義
は
、
・
当
該
各
－
号
’
に

定
め
る
と
ヒ
う
に
よ
る
。
∴
　
　
　
　
：
∴
：
‘
　
二
．
㌢
至
り
∵

　
一
」
五
　
（
略
）

　
六
　
公
益
法
人
等
．
別
表
第
二
に
掲
げ
る
法
人
を
い
う
。

　
　
・
（
●
以
下
略
Y
　
～

（．

[
税
義
務
者
）
　
㌦
　
．
’
＝
．
．
・
●
．
・
紅
．
・
．
掌
二
・
・
　
～

第
四
条
、
内
樋
怯
会
、
あ
法
律
に
よ
り
、
法
人
税
を
納
め
る
義
務
が
あ
ゑ
た
だ

し
ハ
杓
国
法
入
で
．
あ
る
公
益
法
人
等
又
は
入
歯
の
な
い
社
個
等
に
ρ
い
て
鰭
収
益

　
事
業
を
三
三
場
合
に
限
る
。
・
　
　
　
　
．
：
　
ン
　
　
レ
，
．
妊
ド
　
い
　
　
凱
．
　
ぞ
㌢

　
．
．
致
下
略
）
●
　
．
㌃
　
：
∴
・
∵
f
’



／

　
（
内
国
公
益
法
人
等
の
非
収
益
事
業
所
得
等
の
非
課
税
）

第
七
条
　
内
国
離
岸
で
あ
る
公
益
法
人
三
又
は
人
格
の
な
い
社
団
等
の
各
事
業
年
度
の
・

　
所
得
の
う
ち
収
益
事
業
か
ち
生
じ
た
所
得
以
外
の
所
得
及
び
清
算
所
得
に
つ
い
て
は
V
・

　
第
五
条
（
内
国
法
人
の
課
税
所
得
の
範
囲
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
い
そ
れ
ぞ
れ
各

　
事
業
年
度
の
所
得
．
に
対
す
る
法
人
税
及
び
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
を
課
さ
な
い
。

別
表
第
二
　
公
益
法
人
等
の
表

　
一
　
次
の
表
に
掲
．
げ
．
る
法
人
　
」
・

名

称
い

．
．
ア
ジ
フ
●
経
済
・
笹
野
所

根

拠

法

ア
・
ジ
ア
経
済
研
究
所
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
五
十
「
号
）

！
！

◎
地
方
．
税
法
　
（
昭
和
」
≒
十
五
年
法
律
第
．
二
百
二
十
六
号
）

　
（
法
パ
入
の
事
業
税
の
非
課
税
所
得
等
の
範
囲
）

第
七
十
二
μ
条
の
五
’
道
府
県
・
な
、
左
．
㊧
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
事
業
の
所
得
又
は
収
入

　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
・
・
　
　
●

　
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
で

　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
●

金
額
で
取
葺
事
業
に
係
る
も
の
以
外
め
も
．
の
に
対
し
て
味
事
業
税
を
課
す
る
ご
ど

　
が
で
．
ぎ
な
琉
汐
メ
：
　
，
一

　
一
ト
⊥
ひ
●
．
（
略
）
・
．
　
　
∴
　
㌶
　
．
　
．
．
　
　
　
∴
ド
一
・

　
七
凸
、
石
炭
鉱
業
合
理
化
事
業
団
、
担
畜
産
振
－
興
事
業
鼠
、
一
糖
価
安
嘉
事
盛
岡
、
日
本
蚕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
／

’
糸
華
団
、
．
呈
原
勇
船
開
発
事
業
団
及
び
動
力
堕
核
燃
謝
肇
塵
画
、
、
，

　
．
・
（
以
．
下
略
・
）
・
・
．
る
ジ
：
！
・
　
山
。
．
　
　
・
　
・
．
、
冒
．
．
　
㌃
．
　
／
／
』
．
■
・
　
’
．
・
．
甲
5
一
’
・
・

（
用
途
に
ま
る
不
動
産
取
得
税
の
・
非
課
税
）
い
u
・
■
〆
．
鳶
…
一
意
・
∵
∴
瓢
∵
●

薯
ナ
三
条
の
四
，
道
府
県
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
不
動
産
を
そ
碗
そ
れ
当
該

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
！

’
奪
に
掲
ザ
る
不
動
嬉
し
．
て
使
用
す
る
た
め
に
取
得
レ
た
場
合
耀
い
淫
ハ
当

　
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
は
．
．
．
不
動
産
取
得
税
を
課
す
る
と
ど
が
で
ざ
・
な
い
夕
♂
・

　
一
－
一
槽
十
靴
　
（
．
略
ゾ
）
．

　
二
十
一
　
h
外
野
埠
”
頭
公
団
が
・
直
接
外
挿
唱
埠
頭
・
公
弓
団
a
法
㍗
6
昭
和
　
四
・
㌣
十
二
一
年
法
律
第
・
百
田
二
ご

蕩
　
ノ
．

「

　
’

／



　
∵
十
五
号
ど
第
三
十
条
第
」
項
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で

　
」
定
あ
●
る
も
の
。

　
ス
発
電
、
変
電
又
は
送
電
施
設
等
π
対
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
等
の
．
特
例
）

第
三
百
四
十
九
条
の
■
三

，
凋
一
●
2
0
　
∴
（
略
》
　
　
・
；
・
　
　
’
　
　
、

21
`
、
外
貿
埠
．
頭
公
団
が
所
有
し
、
か
つ
、
・
直
接
外
貿
埠
頭
公
団
法
門
第
三
十
条
第
一
項
に

　
規
定
す
●
る
業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
・
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る

　
固
・
定
資
産
税
の
課
税
標
準
・
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ド
ら
ず
、
当
・
該
・
固
定
資
産
に

　
係
る
・
固
定
資
産
税
め
課
税
標
準
と
な
る
．
べ
き
ン
価
格
ρ
二
h
分
．
の
一
の
額
と
・
・
す
る
急
．
い

◎
行
政
管
理
庁
設
置
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）

　
パ
所
掌
事
務
及
び
権
限
）

第
二
条
マ
行
政
管
理
忘
の
所
掌
事
務
・
の
範
囲
は
、
左
め
」
通
釦
と
し
へ
，
そ
ρ
権
限
の
行
使

　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
・
　
　
　
　
・
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
噺
　
辱
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
　
　
ゼ
、
・



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
む
ぐ
　
り

●
・
　
　
　
●
．
　
　
　
　
　
　
　
●

　
は
、
そ
の
範
囲
内
で
法
．
律
（
法
律
に
基
く
命
令
を
含
む
。
）
に
従
づ
て
な
さ
れ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
　
：
　
　
・
　
■
　
．
，
・
－
・
　
冒
　
　
’
塵
、
　
9
’
　
　
、
1

　
一
－
十
　
　
（
略
）
．
．
　
一
㍉

　
十
一
／
・
各
・
行
政
…
機
聞
の
業
務
の
実
施
状
況
を
監
察
し
、
必
要
な
勧
告
を
行
う
こ
と
。

　
十
二
　
・
前
号
の
監
察
に
関
連
し
て
、
公
共
企
業
体
：
｝
：
：
・
・
ザ
、
動
力
炉
・
核
燃
料
．

　
　
開
発
事
業
団
・
∵
：
：
・
：
こ
の
．
業
務
並
び
に
国
の
委
任
又
は
補
助
に
係
る
業
務
の
実
」

　
　
施
●
状
況
た
関
し
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。
．
，
－
・
、
－
　
・
、
．
　
∵
ψ
．
’
－
．
．
　
．
∵
い
，

　
十
三
　
り
各
行
政
機
関
φ
業
務
及
び
前
・
号
に
規
定
す
・
る
業
務
に
関
す
る
苦
情
．
の
申
出
に
貯

　
　
　
？
き
必
．
要
な
・
あ
っ
せ
ん
を
行
な
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

　
十
四
　
，
（
略
）

◎
建
設
省
。
設
置
」
法
・
へ
（
・
昭
和
ぺ
二
十
三
．
年
法
律
第
首
・
十
三
号
■
）
：
－
　
・
．
－
・

λ
本
省
の
所
掌
事
務
及
び
権
限
ソ
・
　
　
　
　
　
ど
竃
．
・
…
　
　
∴
罪
．
’
い
・
．
・
　
‘

蓉



、

第
三
条
　
本
省
の
所
‘
掌
事
務
・
の
範
囲
は
、
左
の
通
り
と
し
、
そ
の
権
限
の
行
使
は
、
そ
．

－
の
範
囲
内
ゼ
引
法
律
（
法
律
に
基
く
命
令
を
・
含
・
む
。
・
）
，
に
従
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
・
な
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
躍
じ

　
ら
な
い
噂
～

　
一
、
L
二
十
h
六
㌃
．
（
・
略
）
　
・

－
二
十
六
条
の
二
，
・
，
・
：
｝
・
机
動
が
炉
．
？
核
燃
料
．
開
．
発
事
業
団
・
彩
・
．
の
，
委
託
に
基
き
、
建

　
漕
設
工
事
、
画
建
設
工
事
の
設
計
Y
理
工
工
事
の
工
事
管
理
ふ
土
地
の
測
量
き
地
図
の

　
、
調
製
及
び
、
測
量
，
用
写
真
の
撮
影
並
び
に
無
謬
工
事
用
機
械
の
修
理
及
び
．
運
転
を
行

害
う
ζ
と
汐
∴
…
．
．
　
・
∵
、
・
・
＝
　
ン
．
豪
：
．
・
　
．
：
∵
．
，
　
㌧
．
．
」
，
，
軌

　
　
●
（
以
下
略
）
　
．
　
．
　
一
・
　
．
．
　
・
∴
、
．
。
一

◎
放
送
．
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
　
　
　
　
　
’

第
九
条
の
二
　
協
会
は
、
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
国
際

放
送
を
行
う
も
σ
ξ
写
る
・
ぐ
・
　
・
∴
．
．
・
．
・
ギ
．
・
＝
．
．
．
㍉
∵
．
で
∫
娼

　
　
　
　
　
　
　
，
●
’
　
　
　
　
　
　
．
●

　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
鳥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
　
昏
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
む
　
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
螂

　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
，
　
●
・

㍉
（
電
波
監
理
審
議
会
へ
の
諮
問
）
一
．

腸
胃
＋
八
条
　
郵
政
大
臣
は
、
左
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
男
波
監
理
審
議
会
に
諮
問
し
、

　
・
そ
の
議
決
を
尊
重
し
・
て
措
置
を
し
な
け
奮
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
じ
≒
・
第
九
条
－
第
二
項
第
十
号
●
（
任
・
意
的
業
務
の
認
可
）
、
第
九
条
第
七
項
・
（
修
理
・
業

　
　
’
務
を
行
’
5
場
所
の
指
定
）
、
・
第
十
一
条
第
二
項
（
定
款
変
更
の
認
可
Y
、
第
三
十

　
　
二
条
第
二
書
及
び
第
三
．
項
．
・
（
受
信
料
免
除
φ
基
準
及
び
受
信
契
約
条
項
の
認
可
）
、

　
　
第
三
川
十
三
条
．
（
国
際
放
送
実
施
の
命
令
）
、
第
三
十
四
条
第
一
項
（
放
送
に
関
す

　
　
‘
る
研
究
の
実
施
命
令
）
一
子
三
十
玉
条
め
．
二
二
」
∵
項
6
，
収
支
予
算
等
の
認
可
）
、

　
　
第
∴
四
十
三
条
第
一
項
　
（
放
送
…
の
●
廃
止
・
文
∴
ぱ
休
止
の
漏
認
　
可
）
文
は
前
，
条
，
（
放
送
護
備

　
　
の
譲
渡
等
の
認
可
）
の
規
定
．
に
．
よ
る
“
処
分
を
し
よ
う
ど
ず
る
ど
．
き
阿
∵
．
〔
、
，
㌦
「
．
・
・

　
　
　
（
以
下
略
）

第
五
噛
み
五
昌
条
㌔
次
の
各
号
日
の
晶
．
に
該
「
当
す
る
場
合
｛
に
謡
い
て
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

ノ4

●



、
允
協
会
の
役
員
を
十
万
．
円
以
下
φ
罰
金
に
処
す
る
。

　
一
　
パ
略
㌣

　
二
　
第
十
一
条
第
二
項
、
第
三
十
二
条
第
二
項
若
し
ぐ
は
第
三
項
目
第
三
十
七
条
の

　
　
二
三
一
項
凌
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
」
項
又
は
第
－
四
十
七
条
第
』
脳

　
　
　
　
　
　
ヘ
ロ

　
　
項
の
三
遍
疋
．
に
よ
レ
認
可
を
受
け
る
べ
選
場
合
に
認
可
を
受
け
な
か
っ
た
乏
き
9

三
碧
（
肇
・
葺
：
．
■
－
・
．
・
「
’
，

◎
a
本
電
信
↓
電
話
公
社
，
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
，
律
第
二
百
・
五
午
・
号
）

　
（
国
際
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
－
淫
心
ど
こ
h
．

第
三
条
の
．
二
　
公
社
絃
、
の
国
際
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
を
保
有
す
る
ζ
と
が
㌔
で
き

・
る
。
但
し
、
発
行
済
株
式
総
数
の
五
分
．
の
・
一
を
惑
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
．
（
投
資
）
．
　
　
’
　
　
・
，
“
　
，
’

第
三
条
の
，
三
レ
公
社
は
、
．
そ
の
業
務
の
運
営
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
倣
、
郵
政
大
臣
の

　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
－
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
5
員
熱

ノ6



　「

　
　
　
　
　
　
　
　
っ
ゴ
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の
ハ

　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
．
　
●

　
認
可
を
受
け
て
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
．
り
、
公
社
の
－
委
託
を
受
塗
”
公
衆
電

　
気
通
信
業
務
の
一
見
部
を
行
な
う
こ
と
を
主
た
る
塩
目
」
的
と
－
す
る
事
業
及
び
公
社
v
の
，
公
衆

　
電
気
通
信
業
務
の
運
営
に
特
に
し
密
接
に
関
連
－
す
る
業
務
を
異
な
う
こ
ど
を
季
た
る
目

　
的
と
す
る
事
業
に
投
資
す
る
こ
ど
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．
、
．
．
．

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
社
が
投
資
．
す
る
さ
ど
が
で
き
る
事
業
の
範
梱
は
、
政
～
令
で
．

　
定
め
る
。

◎
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
＋
六
年
法
律
第
二
百
＋
．
九
．
万
）

　
（
土
地
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
業
）

第
三
肥
溜
．
土
地
を
収
用
し
、
．
又
は
使
用
す
る
と
と
が
で
き
る
公
共
の
、
利
益
㌧
と
．
な
る
事
業

　
は
、
．
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
に
関
す
る
事
業
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
．
↓
三
十
四
●
，
・
（
略
）
　
－
，
　
．
、
．
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
－

　
三
十
四
条
．
の
一
．
一
∵
水
等
星
‘
開
発
公
団
♪
が
設
置
・
す
る
水
資
源
開
発
公
団
法
　
（
昭
和
三
十

■



　
　
　
六
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
十
八
条
第
山
項
第
一
号
の
施
設
及
び
伺
条
第
二
項
．

　
　
　
第
一
号
の
愛
知
豊
川
用
水
施
設

　
　
　
　
（
以
下
略
）
・
三
．
．
　
・
。
　
　
　
　
　
　
9
　
　
’
　
∴
．
一
　
‘
。
．
，
．
「
く
記

　
◎
地
方
財
政
再
建
促
進
特
別
措
置
法
。
（
昭
和
三
十
’
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）

　
　
（
退
駿
手
当
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
地
方
債
等
）

　
第
二
十
四
条
：
・
，
　
一
・
〆
．
：
　
　
　
，
・
　
㌧
．

　
－
　
　
（
略
）
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
2
。
，
．
．
地
方
公
共
団
体
は
、
当
分
・
の
間
貸
国
”
（
国
家
行
政
組
織
法
　
’
6
二
巴
．
二
三
三
年
法
緯
「

　
　
第
百
二
十
号
）
第
八
条
・
の
・
規
定
・
に
基
き
設
置
さ
れ
る
機
関
で
地
方
に
置
か
れ
る
も
の

　
　
及
び
同
法
∴
第
九
条
に
規
定
す
る
地
方
支
分
部
局
並
び
に
裁
判
所
法
　
（
昭
和
二
十
」
一
一
年

　
　
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
．
下
級
裁
判
所
を
入
己
む
b
以
下
同
℃
。
㌍
又
ン

　
　
は
・
・
レ
・
ひ
動
力
炉
・
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
．
：
：
・
若
し
く
は
畜
産
振
翼
事
業
伺
い
（
い
似

　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
，
　
，
．
　
　
・
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㍗
　
　
　
　
　
　
凋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
　
　
　
　
　
　
㌧
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
づ
　
　
　
　
　
　
の
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
。
　
　
●
，
、

．
U
～
：
■
下
「
公
社
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
寄
附
金
、
法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
基
か
な

　
　
．
い
負
担
金
そ
の
他
こ
．
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
こ
れ
に
相
当
す
る
物
品
等
を
含
む
。
以

　
　
下
「
寄
附
金
等
」
と
い
う
。
）
を
支
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
公
共
団

　
　
体
が
そ
の
施
設
を
国
又
は
公
社
等
に
移
管
し
よ
う
と
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な

　
　
い
と
認
め
ら
れ
る
政
令
で
定
め
る
場
合
に
趣
け
る
国
又
は
公
社
等
と
当
該
地
方
公
集

　
　
団
体
・
と
の
協
議
に
基
い
て
支
出
す
る
寄
附
金
等
で
、
あ
ら
か
じ
め
自
治
大
臣
の
承
認
を

　
　
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
．
こ
の
限
り
で
な
い
。
．

　サ
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